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ーー 衛生主管部(局)

医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版)にっいて

医療法に基づく医療に関する広告規制(以下「医療広告規制」という。)の具体的

な運用につきましては、これまでに、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療

所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)」(平成 30年5月8日付

け医政発 0508 第1号厚生労働省医政局長通知の別紙3)(最終改正:令和6年3月

22 田及び「医療広告ガイドラインに関するQ&A」(平成30年8月10日付け厚生

労働省医政局総務課事務連絡の別添)(最終改正:令和6年3月22 田をお示しし

ているところです。

また、医療に関する広告規制への関係者の理解を深めるため、厚生労働省にて実施

している「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事業」において、実際に

医療広告規制への抵触が認められた事例や、医療広告規制の内容の周知が必要と考え

られた事例等をもとに、「医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第3版)」
(令和5年10月6日付け厚生労働省医政局総務課事務連絡の別紙)をお示ししてぃ

ますが、今般、呂1俳氏のとおり「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第

4版)」を作成いたしました。つきましては、本内容にっいて御了知のうえ、業務の

参考としてご活用いただくとともに、貴管内医療機関及び関係団体への周知をお願い
いたします。

なお、本事例解説書については、厚生労働省のホームページから入手可能であるこ

とを申し添えます。

(URL https://"艸.血IW. go. jp/contenvo01153604. pdf)

御中

事務連絡

令和6年3月28日

厚生労働省医政局総務課
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はじめに

近年、美容医療サービスに関する情報提供を契機として、消費者トラブルが発生していること等を踏まえ、
平成29年に医療に関する広告規制の見直しを含む医療法の改正が行われ、平成30年6月1日に施行
されました。これにより、広告規制の対象範囲が単なる「広告仂ち「広告その他の医療を受ける者を誘引す
るための手段としての表示」へと変更され、ウエブサイト等による情報提供も規制の対象となりました。

ただし、ウエブサイト等にっいては、他の広告媒体と同様に広告可能事項を限定する場合、詳細な診療内
容など患者等が求める盾報の円滑な提供が妨けちれるおそれがあります。そこで、医療を受ける者による適
切な医療の選択が阻害されるおそれが少ない場合には、以下の要件を満たすことにより、広告可能事項の
限定を解除できます。

<限定解除要件>
①医療に関する適切な選択に資する清報であって患者等が自ら求めて入手する清報を表示するウェブ

サイトその他これに準じる広告であること
②表示される情報の内容にっいて、患者等力溶易に照会力やできるよう、問い合わせ先を記載することそ

の他の方法により明示すること
③自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項にっいで清報を提供すること
④自由診療に係る治療等に係る主なりスク、副作用等に関する事項にっいで情報を提供すること

本改正を受け、厚生労働省では平成29年度から「医業等に係るウェブサイトの調査・監視体制強化事
業」においてネットパトロールを実施し、医療機関のウェブサイトによる清報提供における監視を強化していま
す。

今般、医療広告規制の更なる理解を図るため、ネットパトロールにおいて蓄積された実際の事例等を基に、
個々の事例を分かりやすく解説する本事例解説書を作成しました。医療機関のウェブサイNこよる盾報提
供は、限定解除要件を苗たすことによって広告力句能である事例が多いことから、本事例解説書において
は、限定解除要件に関連した事例を多く掲載しています。ただし、掲載した事例は一例であり、不適切な
例や改善例の全てではない点にっいてはご留意ください。

本事例解説書を活用いただき、「規制する側」である自治体や「規制される倶Uである医療機関・ウェブサイ
ト制作事業者、また、国民の各者において、医療に関する広告規制の1里解力深まることを願っています。

※なお、本事例解説書では、上記限定解除要件の4要件のうち、一般的なウェブサイト(りスティング広告
バナー広告を除く)等であれぱ、原則として①の要件を茜たすことから、広告が①の要件を茜たすことを
前提として、②から④を対象とする事例解説を行っています。

※本事例解説書は現行の法令やガイドライン等に準拠して、わかりやすく解説することを目的に作成いたし
ました。今後、法令やガイドライン等力敗訂された場合には、それに合わせた見直しを行う予定です。

.医療機関のウエブサイトにっいて、医療広告違反の疑いのある表示があった場合は、以下のサイNこ情
報をお寄せくださいますようお願いいたします。

<厚生労働省「医業等に係るウエブサイトの調査・監視体制強化事業」受付窓口>
http://iryoukoukoku・patr011.com

.医療広告に関するご相談は、医療機関を所管する自治体の窓口にご'連絡をお願いいたします。
問合せ窓口一覧を厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、適宜ご参照ください。

hせPS:ガWWW.mhlwgo.jp/contenvoo0732975.pdf
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第1章ウエフサイNこおける事例

1-1 広告が禁止される事例
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1.広告が禁止される事例

(1)治療内容・期間の虚偽(虚偽広告)

治療内容や期間を偽った表現

医療広告ガイドラインでは、絶対安全な手φ1「1等は、医学上あり得ないため、虚偽広告として取り扱うこととされている。
また、治療後の定期的な処置等が必要であるにもかかわらず、全ての治療が短期間で終了するといった内容の表現を記載している場合には、
虚偽広告として取り扱うこととされている。

事伊11医学上あり得ない内容の表現

00美容クリニツク

内容ホーム

<当院の強み>

1.どんなに難しい手でも成功

当院には、手術実績が豊富で高度な技術を持った医師が多く在籍しております。そのため当院では
どんなに難しい手術でも必ず成功させます!

2.絶対安全な治

数多くの症例をこなしてきた医師が多く在籍しているため、当院の治療はどのような症例でも絶対
安全です!

師X

医院紹介

事伊】2実態と異なり、全ての治療が短期間で終了するような表現

00歯科

医院紹介 アクセス内容ホーム

即日インプラント治

全ての治療が終了します。

アクセス

X

<治療の流れ>

医学上あり得ない記載をしている

手材'

師X

検査
定期メンテ

ナンス

X郎"榔オ,加腰舵

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

かかわらず、全ての治療が1日で
終了すると記している

診断・検査

6

法第6条の5第1項

第3の1(1)内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)

術前治療



1.広告が禁止される事例

(2)データの根拠を明確にしない調査結果(虚偽広告)

データの根拠を明確にしない調査果

医療広告ガイドラインでは、調査結果等の引用による広告にっいて、データの根拠(具体的な調査方法等)を明確にせず、データの結果と
考えられるもののみを示すものにっいては、虚偽広告として取り扱うこと、とされている。

事伊11 データの根拠を明確にしない患者満足度

00美容クリニツク

ーム

多くの皆様にご茜足

いただいております!

内容

事伊】2 データの根拠を明確にしない治療の効果

00美容クリニック

ホーム

医院紹介

当院の発毛治療

HARG療法
当院におけるHARG療法の発毛率は99ψ'0です。
治療を受けた患者様のほぽ全員力勸果を実感しておられます

当院のインプラント治療

インフラント当院のインプラント手術の成功率は97.5%です。

アクセス

医療脱毛
患者様満足度

内容

X ,一夘"

999""0

者満

患者満足度調査の扱いについて
(医療広告ガイドライン抜粋)

患者満足度調査を実施している旨、当該調査の結果を提供している旨又は当該調査の結果の入手方法等にっいて
は広告可能であるが、当該調査の結果そのものにっいては、広告が認められないこと{こ留意すること

医院紹介

明にせず患
のみを示している

師X

アクセス

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

X
治療の効果について、データ
の結果と考えられるもののみ
を示している

師X

法第6条の5第1項

第3の1(1)内容が虚偽にわたる広告嘘偽広告)

Q3-22.



1.広告が禁止される事例

(3)加工・修正した術前術後の写真等の掲載
(虚偽広告)

加工・修正した術前術後の写真等の掲載

医療広告ガイドラインでは、「加工・修正した術前術後の写真等の掲載」の取扱いとして、あたかも効果があるかのように見せるため加工・修
正した術前術後の写真等にっいては、虚偽広告として取り扱うべき、とされている。

事例加工・修正した術前'後の写真等の掲載

00歯科医院

トツプページ

歯のホワイトニング

ホワイトニングによって、歯の着色を除去し、輝
白い歯を手に入れること力やできます。
お口を開けた時のお顔の印象が明るくなります

診療内容 料金一

謹療時間 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-XX惑一XX惑

お問い合わせ

X
実際には施していないフリーの画像やイラスト、また人物写真
等を分し、片方のみ美しく修正するといった加工を施して、あたかも
術前・後の治療の成果のように見えるイメージを掲している

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

昼冒■

法第6条の5第1項

第3の1(1)内容が虚偽にわたる広告嘘偽広告)

8



1.広告が禁止される事例

(4)医療広告ガイドラインを守している旨の広告
(誇大広告)

医告ガイドラインを遵守している旨を強調した表現

医厶園イドラインを寸していることは、、調すぺきことでは
ないと考えられるため、文字の大きざ色等によって強調するような表現
は認められない。また、公的な制度により行政機関力C保証しているよう
に^
^^

も百に'めらない

Copyhght@00美^ト科クリニツク A11Righ伐 Reserved

,臼,

00美容外科クリニック

医療広告ガイ'ラインの守について
00美容外科クリニックは、厚生労働省より2018年6
月に施行された「医療広告ガイドライン」を遵守したサ
イトを作成しております。それに伴い、いくっかの項目の
削除や修正を実施致しました。
ご1里解のほどよろしくお願い致します。

00美容外科クリニック
院長 00

紗療

彫按時

文宇の大きざ色等で医療広告
ガイドラインを遵守している旨を
強している

10:00~18:00

医告カイトラインを遵守している旨を強調しない表現
による改

医療広告ガイドラインを遵守している旨を記載する場合は、過度
に強調せずに記載する。

な強調
卸X

診療案内

当院は、美容外科として豊富な実績を持っ医師が揃ってお
り、ご来院される皆様のお悩みやご希望を丁寧にお伺いした
上で、適切な施術等をご1是案できるよう心掛けております。ど
うぞご麦心の上ご来院ください。

よくあるご質問←クリックしてください。

9

00美容外科クリニック

@

00美容外科グノニッ

ホーム

診療時間 10:00~18:00
休診日日躍・祝日

03-XX双一X欺X

地域に密着した医療サービスの提供を
目指します。

科名

生労
医療広告規制

適合

科名

医院紹介

医告規制を遵守している旨
にっいて、制度として行政機関が

証を与えていると誤させるよ
うな表現になっている

診療案内

当院は、美容外科として豊富な実績を持っ医師が揃ってお
り、ご来院される皆様のお悩みやご希望を丁寧にお伺いした
上で、適切な施術等をご提案できるよう心掛けております。ど
うぞご安心の上ご来院ください。

(医)・

師X

当院のサイトは、生労省が定め
た医告ガイドラインの守状
況を確認する査制度に基づき、
指定査機関から定を取し
たことをお知らせいたします。

診療案内

当院は、美容外科として豊富な実績を持っ医師力愉ってお
り、ご来院される皆様のお悩みやご希望を丁寧にお伺いした
上で、適切な施術等をご提案できるよう心掛けております。ど
うぞご安心の上ご来院ください。

よくあるご質問←クリックしてください。

号

アクセス

よくあるご質問

会

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

お知らせ・最新情報

2021年月0日当院のホームページをりニユーアルいたしました。

2020年0月0日 0月~0月の当院所属医師の診察.手術

担当曜日と時間を掲載いたしました。

クリックしてください。(ー

0

1 サイトマップ

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

Q5-13

当院のホームページは、厚生労
を遵守して作成しております.

医療広告ガイドラインを守している
旨にっいて、'なはしていない

方イバシーポリシー

省より2018年6月t;施行された「医^告ガイドライン」



1.広告が禁止される事例

(5)最上級の比較仕ヒ較優良広告)

最上級の表現

医療広告ガイドラインでは、最上級の表現その他優秀性にっいて著しく誤認を与える表現は、客観的な事実であったとしても、禁止される表
現に該当する。

事例最上級の表現

00美容外科クリニック

ホーム

施設の規模

人員配置

医療内容

最上級の表現、その他優秀
性について著しく誤認を与える

医院紹介 アクセス内容
現を載している

本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。

当院{ネ県内一の医師数を誇ります。

当院は美容外科手材iにおいて日本一の実績を有しています

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8'A

法第6条の5第2項第1号

第3の1(2)他の病院又は診療所とι嫩して優良である旨の広告(比較優良広告)

Q2-3

10

X

師X



1.広告が禁止される事例

(6)他の医療機関との比較仕ヒ較優良広告)

他の院又は診療所と比較して良である旨の表現

医療広告ガイドラインでは、特定又は不特定の他の医療機関と自らを比較の対象とし、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等に
ついて、自らの病院等力q也の医療機関よりも優良である旨の記は医療に関する広告としては認められない、とされている。

事伊11 特定の医療機関と比較した表現

醗★★クリニツクの美容医療
料金表

県内で同嚇台療を提供してぃる「ロロ医

ロロ医院様00治療

45,000円

事伊12 他の医療機関と比較した表現

00クリニツク

ホーム

て優良である旨の記載がされて
いる

や「△△クリニツク

△△クリニック様

50,000円

施設の規模

人員配置

医療内容

X"加伽畷特定の他の医療関と比較し

X穐加伽
内容 医 介 の記載がされている

当院は美容外科手材引こおける脂肪吸引術のイ牛数において日本一の実を有しています!

当医院の医師は県内でも有数の治実があります

当医院は00市の他の医関と比較して、インプラント手術成功率が高いです。

事伊13 也の医療機関を誹請した表現

00クリニツク

11

内容 医院紹介 医療が

<ご^ください!!>
医療内容 他院では未熟な医師が質の低い医を提供しており、大変危険です!なお、当医院の

医師は00治療の実績が豊富なため、安心して治療を受けてぃただくこと力やできます。

広告が可能である場合
(医療広告ガイドライン抜粋)

最上級を意味する表現その他優秀性にっいて著しく誤認を与える表現を除き、必ずしも客観的な事実の記載を妨ける
ものではないが、求められれば内容に係る裏付けとなる合理的なキ艮拠を示し、客観的に実証できる必要がある。調査
結果等の引用による広告にっいては、出典、調査の実施主体、調査の範囲、実施時期等を併記する必要がある。

医療法関連法令 法第6条の5第2項第1号

医^告ガイドライン 第3の1(2)他の病院又は診療所と比較して良である旨の広告(比較優良広告)

医療広告ガイドラインに関するQ&A

よも安受診できます!

当院

39,000円

ホーム
機関を誹することで、自らの

であるの記がされている

師X

邸X

関と比較して優良である旨

師X

X稍知伽



1.広告が禁止される事例

(フ)著名人との関係性強調仕ヒ較優良広告)

著名人との関係性を強調した表現

医療広告ガイドラインでは、著名人との関連性を強調するなど、患者等に対して他の医療機関より著しく優れているとの誤認を与えるおそれ
がある表現は、患者等を不当に誘引するおそれがあることから、比較優良広告として取り扱うこと、とされている。

事例芸能人や著名人が患者である旨

h鄭S;ノノWWW.abωe・dinlc.mrrvda鴨UMU

<当院からのお知らせ>

壱烹
モテ'jレの00さんも!

モデルの00さんが当院に来院されました!

2021年0月0日
サy力一選手の00選手に患者第1号になっていただきました
写真は00選手来院時に撮影致しました。

△△チーム1こ所属する
00選手

X
著名人が患者である旨が記

されている

師X

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

0

^

モテルの00 効果実感!
当院のホワイトニング!

法第6条の5第2項第1号

第3の1(2)他の病院又は診卿万と上ヒ較して優良である旨の広告(比較優良広告)

12



1.広告が禁止される事例

(8)施設にっいて誤認させる広告(00センター)
(誇大広告)

広告をしてはならない00センターの表現

医療機関の名称、又は医療機関の名称と併記して掲載される名
称は、本ページ右側の「00センターの広告力句能である場合
(医療広告ガイドライン抜粋)」に記載されている2つの箇条書

きの場合以外にっいては、医療広告ガイドラインでは誇大広告とし
て取り扱うべきであること、とされている。

,・ g ヒ"'、

△△インプラントセンター

X '日

医機関の名称としてセンター
を記載している

ホーム

広告が可能てある00センターの現

医療広告ガイドラインでは、以下に記載するもののほか、医療機関
が提供する医療の一部を担当する部門名として患者向けに院内
向けに院内掲示しているものをそのままウエブサイトに掲載してぃる
場合等には、原則として、内容力儲大なものとして扱わないこと、と
されている。

00センターの広告が可能である 合

(医療広告ガイドライン抜粋)

診療時間 10:00~18:00

休診日日・祝日

03-XXXX-XXXX

内容

事伊12

医院紹介

医療機関の名称と併記

^医療関の名称と併記する形で
センターを載している

00歯科医院
△△インプラントセンター

●法令の規定又は国の定める事業を実施する病院又は
診療所であるものとして、救命救急センター、休日夜間
急患センター、総合周産期母子医療センター等、一定
の医療を担う医療機関である場合

アクセス

ホーム

13

又は

●当該医療機関が当該診療にっいて、地域における中
核的な機能や役割を担ってぃると都道府県等が認める
場合

診療時間 10:00~18:00
休診日 日曜・祝日

03-X双X-X双X

内容 院紹介 アクセス

法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告

QI-13,5-5

ず
一



1.広告が禁止される事例

(9)提供する医療の内容等について誤そさせる広告

(誇大広告)(個別具体伊11/3)
提供する医療の内容等にっいて事実を不当に誇張して表現している等、人を誤認させる表現

医療広告ガイドラインでは、必ずしも虚偽ではないが、提供する医療の内容等にっいて、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認さ
せる広告(一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があるもの)は、医療に関する広告としては認められ
ないものである、とされている。

例提供される医療サービ

h 5;ノノWWW.abωe・dinlc.ΦrNd3住Ⅱ「mu

00クリニツク

トツプページ

医療脱毛

患者さまの声を元に、全身脱毛のプランを用意しました!

脱看へのポリシー 脱看サービス

3年間、回数制限なく何度でも通えるため、全身のムダ毛を最後まで脱毛することを目指せます。
※本プランは全て新規ご契約者さまのみの適用となります.

料金一

泣毛周期

毛周期とは体毛が生え変わるサイクjw)ことを示しており、そのサイクルの限られた期間1こ3兇毛を行うことで効果が発揮されるが、一回脱毛をすると次の脱毛を
するサイクルになるまで一定期問を空ける必要がある。そのため、実質的には契約期間中において受けられる脱毛の回数は限られる。

X

全身脱毛3年間し放題

診療時間 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-XX惑一XX双

クリニツクー

実際には毛周期等(※りの関で回数
は限られるが、「無制限」「し」「回数
制限なく」の表記によって誤認を与える可

ある

師X

全身のムタ毛をすっきり綺麗に脱毛すること

を目指す!

よくある問

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

14
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1.広告が禁止される事例

(9)提供する医療の内容等にっいて誤認させる広告
(誇大広告)(個別具体伊j2/3)

提供する医療の内容等にっいて事実を不当に誇張して表現してぃる等、人を誤認させる表現

医療広告ガイドラインでは、必ずしも虚偽ではないが、提供する医療の内容等にっいて、事実を不当に誇張して表現してぃたり、人を誤認さ
せる広告(一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違力てあるもの)は、医療に関する広告としては認められ
ないものである、とされている。

事例1 自院が尿適・最先端な療を提供してぃる旨の記載

h S;ノ/WWW.abωe・dlnlc.mrrvdaぜUrmu

00クリニツク

トツブページ

自院が提供する医 において、'・尿

白適よ医療 先端である旨を記載している

00クリニツクでは、患者様のお悩みに沿った、最適な治療を提供します。

院長紹介

事伊12 特定の治療法・医療機器が最適・最先端である旨の記載

X

内容

h 5;ノノWWW.abωe・di"ic.如rwdヨ住Urmu

00グノニック

トツブページ

料金一

診療時間 10:00~18:00

休紗日日曜・祝日

03-XX惑一XX惑

よくあるご質問

最先端の医 00治療とは?

00治療の特徴

巖先端の医療機器00を使用することで、代謝の活性化を促進し、
痩身効果を期待すること力§できます。

アクセス

院

師X

介

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

《

料金一

X
特定の治療法・医機器等が
である旨を記している

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

Q2-2

診療時間 10:00~18:00

材杉日日・祝日

03-XXXX-X惑X

よくある」アクセス

師X

、
.

問

先

《

15



1.広告が禁止される事例

(9)提供する医療の内容等について誤認させる広告

(誇大広告)(個別具体伊B/3)
提供する医療の内容等にっいて事実を不当に誇張して表現している等、人を誤認させる表現

医療広告ガイドラインでは、必ずしも虚偽ではないが、提供する医療の内容等にっいて、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認さ
せる広告(一般人が広告内容から認識する「印象」や「期待感」と実際の内容に相違があるもの)は、医療に関する広告としては認められ
ないものである、とされている。

事例@提供する医療の内容等にっいて事実を不当に誇張する表現

00クリニツク

トップページ

医療ダイエット

しました!GLP-1 剤ゞ
痩せホjレモンとして最近話題のGLP・1製斉仂明巴満症に対して保険適用になりました。
一定の条イ牝満たす方は、保険診療でGLP・1製剤を処方できる可能性があります。

保険診療となる方
高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果力青尋られず、以下に該
当する場合
・BM127以上かっ2つ以上の肥満に関連する健康障害を有するまたはBM135以上

医^イエヅト

新規作成

事伊12 自由診療が保険診療になったと誤認させる表現

料金一

00グノニツク

トップページ

療ダエツト

X
提供する医の内容等にっいて事実を不当
に張して表現している

X
保険になったと誤させる衷現を用いて自由

いる(以前から2型糖尿病で保険適用の薬をあたかも
初めて保'になったかのような表現も同様に違反)

GLP・1 剤が険適になりました!
痩せホjレモンとして最近話題のGLP・1製剤が肥満症に対して保険適用になりました。
一定の条イ牛を満たす方は、保険診療でGLP・1製剤を処方できる可能性があります。

保険診療となる方
高血圧、脂質異常症又は2型糖尿病のいずれかを有し、食事療法・運動療法を行っても十分な効果婿尋られず、以下に該
当する場合
・BM127以上かっ2つ以上の肥満に関連する健康障害を有するまたはBMB5以上

診療時間 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-X惑X-XX惑

よくあるしアクセス

院長紹介

師X

問

医^イエ亨ト

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

《

料金一覧

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

診療時間 10;00~18:00
休診日 日曜・祝日

03-XXXX-XX惑

よくあるしアクセス

師X

問
《

16



1.広告が禁止される事例

(10)処方篝医薬品等を必ず受け取れると期待させる広告
(誇大広告)

処方聾医薬品等を必ず受けれると期待させる表現

医療広告ガイドラインでは、「必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等にっいて、事実を不当1一二女張して
表現していたり、人を誤認させる広告を意味するものであり、医療広告としては認められない。」とされ、かっここでぃう「人を誤認させる」とは、
「一般人が広告内容から認識する作P象」や「期待感」と実際の内容に相違力吻ること」とされている。

事伊】1 いかなる場合でも、処方篝医薬品等を必ず受け取れるかのような表現

便利なオンライン診療!■■

皿皿オンラインクリニツク

いつでも
お話予約

ホーム

X

新規作成

本来医師の診察や方箆の交付を経て方される
処方範医薬品等が、いかなる患者でも必ず受け取れ
るかのような「期待感」を抱かせている

ご指定の薬局に
処方箆をFAX

サービス内容

いつでも
お電話予約

当院について

オンラインで

医師が診

0

師X

お問合せ

医師のが必要である旨と、薬の受け取りの明の付近に「医師の判断によりおを処方できない ^

があります」などの文を最低限記する必要がある
なお、「オンラインの'切な実施に関する針」で初での処方が止されてぃる医品や、「オンライン

の初の投与にっいて十分な検、必要な剤」を処方する園は、オンラインにおいて初で
は処方できない旨、または、オンラインにおいて処方できない園がある旨を明記することが望ましい

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8ιA

、〆

すぐ1こ医薬品の
お受け取りが可能!

ご指定の薬局に
処方箆をFAX

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

※医師の判断によりお薬を処方できなし

すぐに医薬品の
お受け取りが可能!

臣があります。

17



1.広告が止される事例

(11)科学的根拠が乏しい情報による誘導(誇大広告)

科学的根拠が乏しい月報を用いて医療機関への受診や手術へ誘導する表現

医療広告ガイドラインでは、科学的な根拠力て乏しい,情報であるにもかかわらず、特定の症状に関するりスク、又は手術や処置等の有効性を
強調することにより、医療機関への受診や手術へ誘導するものは、誇大広告として取り扱うこと、とされている。

事伊」1 医療機関への受診を誘導

00クリニツク

ホーム

ストレスをじている方にはがんのりスクがあります

ストレスを強く感じている人はがんの発生りスクカ漕いです。
近年の研究ではストレスががんの発生の大きな要因になっているといわれています。
がんを生させないためには、">を1 したストレスの<のθヒと}が,＼です。
是非当院にお越しください。

診療内容

事伊12 特定の手術や処置等の実施に誘導

00クリニツク

X
科学的なが乏しい報であるにもかかわらず、特定の症状に関
するりスクを強調することにより、医機関への受診を誘導している

医院紹介

診療時間 10:00~18:00

休紗日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

木ーム

00療法で期待できるしとは?

00療法は免疫機能や細胞を活性化し、様々な効果を引き出します。例えぱ欠の効果力朔待でき、お弓すめです。

【悪性腫癌の治療】
肺癌、大腸癌、子宮癌、皮膚癌等の治療に有効です。

【ウイルス性疾患の治療】
肝炎、HIV、インフルエンザウイルスを体内から除去します。

【アンチエイジング】
美白・美肌・ダイエットにも効果的です。

アクセス

師X

アクセス医院紹介内容

科学的な根が乏しい報であるにもかかわらず、特定の処
性を強調することにより、有効性が高いと称する手術等の実施へ誘

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

診療時聞 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-XXXX-X惑X

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

師X

等の有効
している

18



1.広告が禁止される

(12)功、かりっけ歯科機能強化型歯科診療所」等にっい
て誤認させる広告(誇大広告)
厚労省が認定したかのように誤認させる表現

「かかりっけ歯科機能強化型歯科診療所」「歯科外来診療環境体
制加算」にっいては医療機関力施設基準に合致してぃる旨の届出をす
るものであるため、厚生労働省等力嘴別に認定・認証を与えてぃると誤
認させるような表現は、「誇大な広告」に該当する。

事例厚生労働省等が認定・認証を与えたかの
よう1こ誤認を与える表現

巨X00歯科医院

京ーム

当院にっいて

診煩時聞 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-XX惑・XX惑

科名 医院紹介 アクセス

X
「かかりっι科機能化型歯科診

」等について、
生労省といった行政機関等か

ら、あたかも特別な・認証・お墨
付きを得ていると認させるような
表現をしている

00歯科医院
院長 00

厚労省が認定したかのように誤認させる表現の改善例

「かかりっけ歯科機能強化型歯科診療P7〒」や「歯科外来診療環
境体制加算」にっいて届出済みである旨を記載する場合は、あく
まで届出済みである旨にっいて記載する。

当院は数々の施設基準を満たし、「かかりっけ
歯科機能強化型診療所仂、強診)」として、
国の認証を取得しました。

^^

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

19

00歯科医院

.

、

京ーム

,

.

^間 10:00~18:00
休診白日曜・祝日

03-X欺X・X窓X

医院紹介

当院にっいて

当院は、「かかりっけ歯科医機能強化型歯科
診療所」(か強診)の施設基準を満たした
歯科医院として、届出済みです。

V00歯科医院
院長 00

邸X

アクセス

あくまで届出済みである
ついて触れている

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医^告ガイドラインに関するQ&A

会

サイトマップ 1 ブライバシーボリシー
COPYright@00歯科医院A11Righ鵄 Re託IYed

診療報酬の施設基準を満たす旨の
記載に関する留意事項

診療報酬の施設基準を茜たす旨にっいて誤認を与え
る表現や過度に強調することは誇大広告に該当するが
医療広告ガイドライン第1-2(1)「広告を行う者の責
務」において、「医療広告を行う者は、その責務として、
患者等が広告内容を適切に理解して、適切に治療等
を選択できるよう、客観的で正確な情報の伝達に努め
なければならない。」とされていることから、国民・患者に
とって適切かっ分かりやすい説明を付すこと力哩ましい。

に

仇
=
,

.

.

Ξ
.
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1.広告が禁止される事例

(13)データの内訳が示されていない手術件数

データの内訳が示されていない手術件数の表現

医療広告ガイドラインでは、手術イ牛数を広告する際には、当該手
術イ牛数に係る期間を併記する必要がある、とされている。なお、長
期間の件数で、現在提供されている医療の内容にっいて誤認させ
るおそれがあるものは誇大広告に該当する可能性がある、とされて
いる。

事伊11 件数のみ

00美容外科

ホーム

当院の紹介

ーーーを目指しております。

膨療時間 10:00~18:00
休膨日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

手術件数におけるテータの内訳を詳細1示しナ表現
{よる改善例

手術イ牛数において、対象期間を明示した上で1年ごとに集計した
ものを複数年に渡って示すこと力塑ましい。また当該イ牛数に係る期
間を併記した場合であっても、広告可能事項で示した範囲で広告
力句能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

内容

当院では、 00乳1サとXX判IEの実績はのぺ1,500イ牝超えて
います!

料金一

診療科名

整形外科、美容外科

治療実におけるトータル
件数のみ記載されている

事例 2 長,..

アクセス

00美容外科

0

ht如工;ノノ^W.ab国e.bNOU.mm

ホーム

当の治

ホーム

'

当院の治績

治療内容

診療内容

治療内容

診痩時間 10:00~18:00
日曜・祝日休診日

03-XXXX-XXXX

内容

当院では以下の手術実績を
有しております。

費用

当院は2007年1月の開院以来、2018年までに2,437件の手術
実績を有しております。詳細は以下の通りです。

費用

料金一

医院紹介

臣対象期間:1985年~2018年
買手術

・00手術:1,250件
・△△手術:2,620件

師X^

アクセス

0対象期間

治療の流れ

治療実

アクセス

X

治療の流れ

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

の内容について
させるおそれがある長期間
の手術件数の表示がされ
ている

0

治療実

2007年

2008年

2009年

2010年

2011年

2012年

2013年

2014年

2015年

2016年

2017年

2018年

2007年3月~2018年12月

△△手術00手φIE

10件15件

12件28件

8件25件

49件 4件

63件 13件

27件150件

8件123件

142件 11件

15件108件

92件 13件

75件 7件

55件 8件

対象期間を明示した上で、
それぞれの手術を1年ごと{こ
集計した件数を記載する

《

法第6条の5第2項第2号、法第6条の5第3項第14号

第4の4(14)法第6条の5第3項第14号

Q3-16,3-17

XX手φ断

30件

45件

52件

47件

78件

99件

95件

125件

155件

187件

220件

243件

》
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1.広告が禁止される

(14)体験談(省令禁止事項)

治療内容又は効果に関する体験談の表現

治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談にっいて、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされている。

事例治療内容または効果に関する体験談

00クリニツク

トップページ

☆当院に寄せられた体験談を掲載しております!

2021年1月60代女性

3年前虫歯を抜歯し、入れ歯にしました。

痛みはありましたが我慢を続けていると、他の歯も虫歯になり抜歯することになりました。

もともと入れ歯に痛みを感じていたこともあり、この機会にインプラント手術を受けること1こしました。

手術前は不安でしたが、先生から丁寧な説明があったので納得して治療を受けること力やできました。

私は1回法手材売行いました。静脈内鎮静法にて手術を行ったため、手術中は痛みはもちろん、

振動なども感じなかったため、ストレスなく手材売受けること力やできました。

術後は少し痛みがありまし肋ぐ、痛み止めを飲めぱ済む程度の痛みであり、腫れもほとんどありませんでした。

料金一 クリニヅクー

診療時間 10:00~18:00
休診日 日曜・祝日

03・XX惑一X窓X

X
治療内容または効果に関す
る体談が載されている

法関連法令

ム告ガイドライン

ム告ガイドラインに関するQ&A

《

'国・ 3

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号

第3の1(6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

QI-18

4 5 >

21



1.広告が禁止される事例

(15)体験談(省令禁止事項)

※ロコミサイトから転載

ロコミサイトのロコミを掲載している表現

治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。特に
関にとって便益を与える感想等を取捨選択し掲載するなどして強調することは、虚偽・誇大にあたるため広告できない。

元のロコミサイト

先日インプラント手術を行いましたが、術後の痛み、腫れはなく、素晴らしいです。

インブラントの治療を受けました。正直、術後にかなり痛みがありましたが、仕上がりには満足しています。

(個別具体伊11/5)

突然歯力傭くなり、急邇通院することになりましたが、00先生のおかιナで今は全く痛みがありません

ホワイトニングは、最初考えていた予算をオーバーしてしまったのですが、術前と比較するときれいになったと思います。

全国の歯科医院のロコミを掲載しております!!

g ロコミサイトから転載したロコミ

ロコミサイトより、治内容また
は効果に関する休験談に相当

様の序トツするロコミを転している。

☆ロコミサイトにおける当院にっいての患者様の声を
掲載しております!(元サイト:ロコミ.com)

先日インプラント手術を行いまし効t、術後の痛み、腫れはな
<、素晴らしいです。

インプラントの治療を受けました。正直、術後にかなり痛みが
ありましたが、仕上力めには満足しています。

突然歯力鴇くなり、急邇通院することになりまし肋C、00先
生のおかιナで今は全く痛みがありません!

ホワイトニングは、最初考えていた予算をオーバーしてしまった
のですが、術前と比較するときれいになったと思います。

,@

医療法関連去令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

医機関にとって有利なロコミを
抜してウエブサイNこ掲載して

トツいる園は誇大広告に該当する患様の声

☆当院についての患者様の声をロコミサイトより抜粋
して掲載しております!(元サイト:ロコミ.com)

先日インプラント手術を行いまし励て、術後の痛み、腫れはな
<、素晴らしいです。

突然歯力啼くなり、急邇通院することになりましたが、00先
生のおかιナで今は全く痛み力怖りません!

田

ロコミを

抜粋

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告)

Q2-9

■
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1.広告が禁止される事例

(16)体験談(省令禁止事項)
※医療機関のスタッフによる記載

医療機関のスタッフが記載した体験談

治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広止ガイ
ドラインでは、こうした体験談にっいて、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされており、患者等ではなく医療機関のスタッフ等が
記載した体験談であっても規制の対象となる。

事伊11 医療機関のスタッフ自身の体験談
馳療踏間 10:00~18:00
休診日日.祝日

00クリニツク 03-X惑X-XX窓

トツプページ 治療内容 料金

脂肪吸引手術
皮下脂肪内に麻酔薬を注射し、皮膚の複数個所に吸引管が入る程度の切r
す。施術は半日で終了致します。

(個別具体伊12/5)

ロロ

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号

第3の1(6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する

QI-18

当院の院長である口口も実際に体験!

下腹部周り{朗旨肪がっいてきてしまったので、脂肪吸引手術をすることにしました。
手价゛自体は半日で終わり、当日中に帰宅すること力§できました。
下腹部周りにいた脂肪がなくなり、うっすらと腹筋も浮かび上がってぃます。
家族にもほめていただき、大満足です!ロロ院長

事伊」2 医療機関のスタッフが記載した患者等の体験談

00クリニツク

23

トップページ

X

《

ダイエットいらず咽旨肪吸引手術の紹介! 2021年7月2日

今回は当院で提供している脂肪吸引手材ξのご紹介です!
ダイエツトが長続きしない人も多いと思います。そこでお勧めするのが、隠旨肪吸引手材、i」です。
脂肪吸引手術は脂肪を直接取り除くため、楽に1里想の体を手に入れること力{できます。
先日実際に体験された患者様も、横っ腹の脂肪を吸引されて、ウエストが0センチも下がりまし
た。「こんなに理想の体型になれるとは思、つていなかった。この医療機関で手材、iをしてよかった」と
おっしゃり、満足して帰宅いただきました。

痩せたいけどなかなか痩せられない方、ぜひ用朗方吸引手犲i」を受けてみてください!

医療関スタッフ自身の体験
であっても、患者等が記し

た体験皷と同様に認められない

治内容

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8.A

料金表

X
医療機関スタッフが患者等の体
内容を代わり{こした場合

であっても、患者等が載した
と同に認められない



1.広告が禁止される事例

(17)体験談(省令禁止事項)(個別具体伊B/5)
※医療機関の検索が可能なウエブサイNこ掲載された体験談の編集依頼
体験談の内容を編集している違反例

医療機関の検索力句能なウエブサイNこ掲載された体験談にっいては、医療機関からの影響を受けずに患者やその家族が行う推薦に留まる
限りは、誘引性は生じず、医^告に該当しない。
しかし、医療機関からの依頼によって、当該ウエブサイトの運営者が、体験談の内容を改編したり、否定的な体験談を削除したり、又は肯定
的な体験談を優先的に上部に表示するなど体験談を医療機関の有利に編集している場合は、医療広告に該当し、禁止される広告(患
者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談)となる。
ただし、当該体験談が名童殿損等の不法行為に当たる場合は、医療機関による削除等の依頼は医療法違反には当たらない。

h即S;ノ/WWW.kuchlkomi.伽m

患者A

旦

治療力雜で、「痛い」と言っているにも関わらず、無視されて治療を続けられました。

患者B

虫歯の治療をするために行きました。抜歯はしたくなかったので、その旨を伝えましたが、聞き入れても
らえず、無理やり抜歯をさせられました。

■

全国の歯科医院のロコミを掲載しております!!

患者C

インプラントの治療を受けに行きました。治療はとても丁寧で、出来上がりにも満足しています。

事例体験談の編集

h鄭5;ノノWWW.kuchikomi.mm

医療機関からの依頼を受けてロコミサイト
運営会社が体験談の内六を編集

24

X

師X

患者A

医療機関からのにより、ロユミサイトの営
の内容の改編や削除をしている者が

の歯科医院のロコミを掲載しております!!

《

治療力ぐ丁寧で、ほとんど痛み感じることはなかったです。

患者C

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

インプラントの治療を受けに行きました。治療はとても丁寧で、出来上がりにも満足しています。

24

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号

第3の1(6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

QI-18

師X
《

二
賭
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1.広告が禁止される事例

(18)体験談(省令禁止事項)(個別具体仰」4/5)
※患者直筆アンケートの加工・転載

治療内容又は効果に関する験談の表現

治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談にっいて、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされており、患者の直筆アンケートを、画像トリミング
やPDFイヒ等の手法で加工・転載された体験談も、規制の対象となる。

事例患者の直筆アンケートを加工・転載した体験談
膨療時 10:00~18:00

休診日日・祝日

00クリニツク 03-XX惑一XX刃(

トップページ

当院では、治療の質の向上のため、患者様に治療後のアンケートを行っています。

【患者様アンケート】

00クリニックにご来院いただき、ありがとうございます。
今後の当院での対応・治療の改善のため、治療を受けた感想や、
い。

お名_前金名希皇

料金一

1.ご来院のきっかけをお聞かせください。

3年肅虫菌を疲菌ι、久れ酋にしました。
痛みぱあグましたが戎旋を続グでいると、危の菌古虫酋になり亥菌ずるごとになグました。
古と古と入れ菌に痛みを僻どでいたこと古あグ、この建会にインプランf手荷を受グる
ことにしました。

2.治療を受けた感想や症状の変化等をお聞かせください。

手荷肅ぱ不安でしたか;免生からア重な脱男かあったので材痔ιて治恭を受グるごとが
できましで。

荷後ぱ少ι痛みかあグ美ιたか;痛みしめを飲めぱ芳む程度の痛みであグ、便れ古ぼとんど
あグまゼ元でした。

クリニツクー

年齢 60 (歳)

25

ご協力いただきありがとうございました。

患者からの直筆アンケートを写真やPDF
で転載する形で、治療内容または効果に
関する体 掲載されている

盤@.

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

^ )

'国・ 3

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号

第3の1(6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する

QI-18

4 5

00クリニックスタッフ一同

> 》

こ



1.広告が禁止される事例

(19)体験談(省令木止事項)(個別具体伊15/5)
※患者の主訴として記載された体験談の掲載

治療内容又は効果に関する体験談の表現

治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談にっいて、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされており、とある患者の主訴として記載された体験
談であっても、規制の対象となる。

事例患者の主訴として記載された、治療内容または効に関する体験談

00クリニツク

トップページ

当院では、△△治療を行っています。
実際に治療を行った医師が、代表的な症例をご紹介します。

CASEI

40代女性 Aさん
5年間悩まされていた00病の症状が、△△治療で改善した症例

金一

Aさんは、5年前より00病と診断され、療養を続けられておりました。
しかしながち症状力做善しなかったため、半年前に当院にご来院されました。

当院ではご本人と相談し、今まで受けてこられなかった△△治療を開始することとしました。

クリニツクー

1回目の治療が終わり、Aさんが「5年間悩まされていた痛みが和らいだ」と仰るなど、早速
効果がみられました。さらに、治療開始後3力月経過した時点では、「痛みがほとんどなくな
、日生がにったとお話されるほどに改善しました。

診療時間 10:00~18:00
休診日日躍・祝日

03-XX惑一XX懸

5年間悩んでおられた症状力敗善されたことは、X 医による症例紹介の中で、あたかも患者の主
・治内容の解等のように、患者の主観に

よる治内容または効果に関する体験談が掲載
されている

私どもも大変嬉しく思います。

休験談

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号

第3の1(6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

QI-18

担当医師XX

26



1.広告が禁止される事例

(20)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

ビフォーアフター写真において治療等の効果又は内容に
ついて患者等に誤認を与えるおそれがある表現

医療広告ガイドラインでは、個々の患者の状態等により当然に治
療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれが
ある写真等にっいては医療に関する広告としては認められないとさ
れている一方で、詳細な説明を付した場合にっいてはこれに当たら
ない、とされている。ビフォーアフター写真の掲載に必要な情報力て十
分に記載されておらず治療等の内容又は効果にっいて、患者等を
誤認させるおそれがあるものにっいては、広告することはできない。

1⑪写真のみ
ビフオーアフター写真のみが

X され、明が一切ない

インブラント治療の症例

000

術前又はの写に通常必
要とされる治内容、等に
関する事項や、治療等の主なり
スク、作用等に関する事項等
のな毅を付す

ビフォーアフター写真の表現に係る改善例

ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通
常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なりスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を付すこと{こより
広告力句能である。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

師X

事伊」2

市lj月リ

通常必要とされる治

の秘が十分でなく、また、
期間・回数、りスク・副作用
等の報が付されていない

インブラント治療の症例

インプラント治療により、審美面・機能面ともに回復しました。
治療費は1500000円~。

説明が不十分

^容、費用等に関する事項

更新
③を'・統合)

術後

ht如5;/ノ^.ヨ^■.堂1氏..mm

症例紹介

症例① 30代女性。事故で失った左側臼歯のインカント治療

3 クリツクしなけれぱ説明が表示されない

インフヲント治の症例

市li月リ

.■目層昼豊§

邑■唐■卸長

治内容

術前 術後

※画像またはこち旦をクリックすると、詳細力咳示されます。

術前

X

》

術後

治

事故によって歯根破折を起こした左側臼歯に代
わって、顎の骨にインプラントを埋め込み、その上に
人工の歯を被せるインカント治療を行い、機能
面の回復を行いました。

約6ケ月間、10回

総額1,100,000円
(検査・診断、手術関連処置費用等を含む)
インカント1里込・上部構造:350,000円ノ1本

画像等をクリックしなけれは

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医^告ガイドラインに関するQ8【A

間・回数

※自由診療とな
ります。

リスク・副作用

術後

補足

術前又は術後のイラストや、術前のみ又は術後のみの写真にっいても
通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療の主なりスク.な明が示されない
副作用等の情報を付す必要がある。

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第2号

第3の1(フ)治療等の内容又は効果にっいて、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

Q2-8

症例②

出血、腫張、疾痛、青症、神経麻痩、補綴物の
脱落、破折、インプラント体の礎斤、皎合違和感
インプラント周囲炎等

27
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1.広告が禁止される事例

(21)複数のビフォーアフター写真(省令禁止事項)

複数のビフォーアフター写真にっいて、まとめて詳細な説明が
付された表現

複数のビフォーアフター写真にっいて、術前又は術後の写真に通
常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なりスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を、まとめて付し
ているものは、広告することはできない。

事例複数の治療方法の写真をまとめて説明

症例紹介

症 1 足の脂肪吸引(ペイザー脂肪吸引法)

^

複数のビフォーアフター写真の衷現に係る改善例

症例②

ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通
常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なりスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を、それぞれに
付すことにより広告力句能となる。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

術後

腹部の脂肪吸引(チユーメセント法)

h如5:ノノ^.abcd●.bNOU.伽m

症例紹介

症例①

中桁月リ

術後

3 ....

局所麻酔を行い、皮膚を切開し、脂肪を柔ら治療内容
かくした後に、脂肪吸引を行いました。

治療期間・回数 1-2回

150,000円~200,000円

リスク・副作用内出血、術後の腫れ、痛み

28

20代男性。足の脂肪吸引の手術。

術後術月U

皮下脂肪内に大量の局所麻酔薬を注射しま
す(チユメセント法)。皮の複数個所に吸引
管が入る程度の切開(数ミリ程度)をして皮
下脂肪を吸引します。傷は糸やテープなどで閉
鎖して治療部位は包帯やガーメント(腹巻やコ
ルセットを含も、)で圧迫固定します。

間・回数半日(日帰り)

200,000円~300,000円

リスク・副作用治療部位の皮下出血や腫れ、一時的なしびれ
など力起こることがあります。ごく稀に大出血や腹
膜穿破力起こりぇます。脂肪塞栓や重篤な感
染症(腹膜炎)で入院を要し生命の危機に
及んだという症例の報告もあります。

症例② 40代女性。下腹部の超音皮併用脂肪吸引

X

治内容

複数の治療方法の写
して明をまとめて記
いる

術後

■X

に対
して

0勲徹碑劇ば餉那

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

写真に常必要とされる治内容、
等に関するや、治療等の主なりスク、
作用等に関する項等のな報

を付す

治内容 皮下脂肪内に大の局所麻酔薬を注射しま
す(チユメセント法)。皮膚の複数個所に吸引
管が入る程度の切開(数ミリ程度)をしてから
超音波で皮下脂肪に熱を与え柔らかくして、皮
下脂肪を吸引しやすくしてから吸引します。傷は
糸やテープなどで閉鎖して治療部位は包帯や
ガーメント(腹巻やコルセットを含む)で圧迫固
定します。

間・回数半日(日帰り)

500,000円~800,000円

リスク・副作用治療部位の皮下出血や腫れ、一時的なしびれ
など力起こることがありますが、超音波を^し
なしU昜合よりこれらのりスクカX動或すること力朔
待できます。超音波の熱による熱傷(やけど)
の可能性力怖ります。大出血や脂肪塞栓などの
生命の危機に及駒Jスクにっいては超音波を使
用しない方法と劣について結論は出ていま
せん。

術月リ

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第2号

第3の1(フ)治療等の内容又は効果にっいて、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

Q2-8

の

術後

治
朗

治
朗

.

.



1.広告が禁止される事例

(22)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

(注意が必要な事例 V2)
ビフォーアフター写真にっいて、りンクを張った先に詳細な説明が付された表現

医療広告ガイドラインでは、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なりスク、副作用等
に関する事項等の詳細な情報の掲載場所にっいては、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、りンクを張った先のぺージヘ
掲載したり、利点や長所に関する情報と比ぺて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならないとされている。

事例りンク遷移した先での詳細な説明の記載

診療内容

症紹介

ht即生:ノノ^.皐比d゛'正●.mmノ臭Nk^

^京ーム

インフラント治

術前 術後

治内容 事故によって歯根礎斤を起こした左側臼歯にイtわっ
て、顎の骨にインプラントを埋め込み、その上に人工
の歯を被せるイン方ント治療を行いました.

治療期間・回数約6ケ月間、10回

治療のりスク・費用については

10,000円・20,000円

20,000円・140,000円

10,000円・85,000円

20,000円・140,000円

50,000円・100,000円

50,000円・100,000円

料金一覧 アクセス

師X

゛

子

゛

゛

と

29

ht嘔;ノノ^.尋以de.吋'峰.醐rV討記U

診療内容ホーム

料金一覧

インブラント治

X

X

検査・診断

インプラント埋入手術

インプラント手術 インプラントニ次手術
(麻酔料金含む) (^により^はります)

補綴物

GBR
付随手術

骨移植

インブラント治りスク

出血、腫張、疾痛、青症、神経麻痩、補綴物の脱落、礎斤等

常必要とされる治療内容、用等に
する事項や、治の主なりスク、副作用
等に関する事項等のな説明のーま
たは全部が、りンク遷移先に掲載されてい
る場合、認められない

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第2号

第3の1(フ)治療等の内容又は効果にっいて、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

Q2-8

医療法関連去令

医^告ガイドライン

医^告ガイドラインに関するQ&A

内容

覧

1 金額

師X

アクセス

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、
、

、

、
、

、
、

、
、

、
、
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.広告が禁止される事例

(22)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

(注意が必要な事例2/2)
ウエブサイト上のバナー画像および医療

が付されていない

医療広告ガイドラインでは、術前又は術後の写真に通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なりスク、副作用等
に関する事項等の詳細な情報の掲載場所にっいては、患者等にとって分かりやすいよう十分に配慮し、例えば、りンクを張った先のぺージヘ
掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用してはならないとされている。

事例ハナー画像および医療機関公式アカウントのSNSに、ビフオーアフター等の写真の

みを掲載

00グノニツク

関公式アカウントのSNS上に、ビフオーアフター写真が掲載されており、説明

ホーム

お知らせ・最新情報

00クリニック公式SNSでは、最新情報や症例写真を随時
投稿しています!

00クリニック公式SNS

内容

診療時間 10:00~16:00
休診日白・祝日

03-XXXX-XXXX

医^介

Before lQj "'゜を拶゜^

{ニレ{ニレ

肌之三ヲ+肌'^ゞ.+

30

師X

アクセス

《

X

'
.
,
'
.

ハナー画像に、ビフオーアフター写が使われており、
それぞれの写にな明が付されていない

^

ーゆ口
ーこレ

加乏1^,+

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

バナーからの移先である公式SNSにも同じ写
真が投稿されているが、それらの写にもな

明が付されていない

00クリニツク公式
△△院

00クリニック公式

二重整形なら当院にお任せください!
A什erの写真は1週間後の経過です。腫れ
もなく、きれいな仕上がりになりました!

#二重整形#美容

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第2号

第3の1(フ)治療等の内容又は効果にっいて、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等

Q2-8

☆Q

フオローする

いいね!66件

コメントをi助a

^^.

、
、

、
、

、
、

、
、

、

ⅣRRク

、
ンボ「

六
フ
ー
゛
,

プマイサ

@



第1章ウエブサイNこおける事例

1-2 広告可能事項の記載が不適切な事例
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2.広告可能事項の記載が不適切な事例

(23)治療の方法

治療の方法について広告をすることができない表現

医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療について、治療に公的医療保
険が適用されない旨又は標準的な費用を記載していないため、広
告することはできない。

事伊j1 公的医療保険が適用されない旨

00美容クリニック^

△△',:里 i」1,

△△のj台療

表情雛の症状に合わせて、各部位に注射します。

治療の方法の表現に係る改善例

医薬品医療機器等法で承認された医薬品又は医療機器をその
承認等の範囲で使用した自由診療にっいては、治療に公的医療
保険が適用されない旨、及び標準的な費用を記載することにより
広告力句能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

師X

......

△△

公的医環傑険がされな
い旨が記されていない

0標準的な費用

成 の

1部位:20,000円

回回治療

@標準的な費用の記載

診療時聞

00美容クリニック X

の

00美容クリニツク

△△ △△ の の

△△のシ台療

表情雛の症状に合わせて、各部位に注射します。

△△

、

、

△△の治療

表情雛の症状に合わせて、各部位に注射します。

0標準的な費用:1部位:20,000円

診療時間 10:00~18:00
休紗日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

......

治に必要な準的な
用が.されていない

10:00~18:00

△△

......

△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。
費用は施術箇所により異なります。

Ooj台療

法第6条の5第3項第13号

第4の4(13)法第6条の5第3項第13号

Q3-9

成

公的医険が適用され
ない旨を記載する

△△は公的医療保険が適用されない自由診療です。

治療に必要な標準的な
用を記する

00治療

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

32

^



2.広告可能事項の記載が不適切な事例

(24)医療従事者の専門性資格

広告することがきない医療従事者の専門性資格の表現

厚生労働大臣が届出を受理した専門性資格にっいては広告が
可能であるが、団体名及び団体が認定する専門性の資格名が
(00学会認定00専門医)記載されていなし場合は広告を

してはならない。

,・@資格名が記載されていない

院長紹介

厚生太郎 00歯科医院院長

<経歴>

昭和 '臼

専門格にっいては「00学会 00専
門医」のように記載する必要があるが、資格名
の記載がなく、「00学会認定専門医」と記載

されている
<資格>

日本口腔外科学会認定専門医
日本歯周病学会認定専門医
日本歯科麻酔学会認定専門医

医療従事者の門性資格の表現に係る改善例

厚生労働大臣が届出を受理した専門性資格にっいては、団体名
及び団体力闇定する専門性の資格名を記載することにより広告が
可能である。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

事例@団体名が記載されていない

院長紹介

厚生太郎 00歯科医院院長

<経歴>

昭和

ht即3;ノノ^.●比de.封li吻.mm

院長紹介

生太郎 00歯科医院院長

<経歴>

昭和62年△△大学歯学部卒業

'目

門性資格については「00学会定00

門医」のように記する必要があるが、団体名
がなく、「00専門医」と記載されている。

なお単に「00 門医」との表記はを与え
るものとして大広告に該当する。

<資格>

口腔外科専門医
歯周病専門医
歯科麻酔専門医

0

<資格>

日本口腔外科学会認定口腔外科専門医
日本歯周病学会認定歯周病専門医
日本歯科麻酔学会認定歯科麻酔専門医

「00学会認定00
名を記載する

師X

《

門医」と門性の資格

補足

厚生労働大臣が届出を受理しており、広告が可能である専門性資格は、
「医療に関する広告力句能となった医師等の専門性に関する資格名(厚
生労働大臣に届出がなされた団体の認定するもの)等にっいて」を参照。
URL : htヒPS:ガWWW.mhlwgo.jp/contenvo01063553.pdf

厚生労働大臣が届出を受理していなし傳門性資格にっいて広告する場
合は、「00学会認定00専門医」などと記載したうぇで、限定解除到牛
を満たす必要力怖,る。詳細はP35を参照。

団体名を記する

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

法第6条の5第3項第9号、規則第1条の9の2第1号、第2号

第4の4(9)法第6条の5第3項第9号

Q3-5,3-6,3-フ

33

一
=



第1章ウエブサイト1こおける事例

1-3 限定解除要件の記載が不適切な事例

①限定解除要件について
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3.限定解除要件の記載が不適切な事伊1 3-1 限定解除要件にっいて

(25)「専門外来」「診療科名」「専門性資格」「手術件数」
「新聞や雑誌等で紹介された旨」1こおける限定解除
限定解除要件を満たしていない例

厚生労働大臣が届出を受理してし松い団体力闇定する専門性資格瀧を
有する旨等、広告可能事項に該当しないものは、原則として広告できない。
しかし、広告可能事項の限定解除劃牝満たし、かっ禁止される広告に
該当しなし場合は、広告可能事項に該当する力否かによらず広告できる。
以下の事例は、容易に照会できるよう1こ問い合わせ先(電話番号、E
メールアドレス等)を明示しておらず、限定解除到牝満たしてしぬい。

事伊」1 広告可

00専門外来

ホーム

謬原病科

糖尿病科

認知症科

X "゜ X法令上の根のない

「専門外来」の表記が存在す
る(「専門」を除外して「外来」
とした場合も認められない)

医院紹介 アクセス内容

限定解除要件をたす改善例

左記を広告する際には、広告可能事項の限定解除到牛に係る
情報を十分に記載する必要がある。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

療科名が記載されている

院長紹

厚生太郎 00病院院長

<資格>
ロロ学会認定口口専門医
△△学会認定△△認定医
00学会認定 00認定医
(作成者注:厚生労働大臣が届出を受理してしぬし噂門性資格)

2014 ~2018

2014 2015 2016 2017 2018

00手術 50件 55件 63件 72件 81件

28件 12件 51件 32件 45件△△手術

X

甲状腺科

新生児科

化学療法科

ht1那;ノノ^.●比de.如m

00専門外来

V

厚生労大臣が届出
を受理していない専門

格を記載している

X '@

特定の医師のキヤリアとし
て、医師個人が行った手

件数が記載されている

限定解除要件をた
した報を記載する

1

原病科

糖尿病科

認知症科

診療時間 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

電話 03-XXXX-XXXX

Mail xxxxxxxxx@yw.jp

当院のメディア掲報

2018/5/25 当院力雑誌△△に掲載
されました。

当院の施設写真やスタッフのインタビユー
記事も掲載されております!

2019/3/8 ニユースで当院の院長00
が紹介されました!
現在の美容問題などにっいて、お話しま
した!

院長紹介

厚生太郎

医院紹介 アクセス

甲状腺科

新生児科

化学療法科

師X

00病院院長

<資格>
ロロ学会認定口口専門医
△△学会認定△△認定医
00学会認定 00認定医
(作成者注:厚生労働大臣が届出を受理していなし傳門格)

(2014年~2018年)

2014 2015 2016 2017 2018

50件 55件 63件 72件 81件

28件 12件 51件 32件 45件

自らの医機関や務
する医師が紹介された
旨を記している

手術実

1「医療に関する広告が可能となった医師等の専門性に関する資格名等にっいて」
に記されア囲で討1ほ限定解除せず{こ広告可能.

医療法関連法令 法第6条の6第1項、令第3条の2,法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第1号、第2号1

医療広告ガイドライン 第2の3暗矛、的又は間接的な表現の扱い,第3の1(5)広告力句能とされてしぬい事項の広告
第4の4(2)法第6条の5第3項第2号,第4の4(9)法第6条の5第3項第9号

医^告ガイドラインに関するQ8【A Q2-6,3-1,3-2,3-3,3-4,3占,3-6,3-フ,3-16,5-10

00手術

△△手術

《

△△クラブ5月号

当院のメディア掲情報

2018/5/25 当院力陸^誌△△に掲載
されました。
当院の施設写真やスタッフのインタビユー
記事も掲されております!

2019/3/8 ニユースで当院の院長00
力紹介されました!
現在の美容問題などにっいて、お話しま
した!000

.,"、

3月6日口口放送

補足

限定解除の到牛を満たすrこめには、医療広告ガイドラインP31の広告可
能事項の限定解除到牛の①②の記載を満たすことが必要である。
(自由診療の場合は、これに加え限定解除到牛の③④を満たす必要が

ある。詳細{ば本事伊」解説書P37-45を参照

△△クラブ5月号
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第1章ウエブサイNこおける事例

1-3 限定解除要件の記載が不適切な事例

②自由診療に関する限定解除要件にっいて
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3.限定解除要件の記載が不適切な事例 3-2 自由診療にする限定解除要件にっいて

(26)自由診療における限定解除(全体概要)

限定解除を満たしていない表現

自由診療は、一部の例外を除いて広告可能事項には該当しないため、原
則として広告できない。しかし、広告可能事項の限定解除到牝満たし、
かっ禁止される広告に該当しなし鴫合は、広告可能事項に該当する力否
かによらず広告できる。

以下の事伊」は、「提供している治療内容ど台療に必要な標準的な費用」
やn台療の主な副作用・りス勿の記がない、又は不十分で、限定解除
要件を満たしてし噂い。

治療方法:インプラント

1「通常必要とされる治療内容」が記載されてぃない、または国民や1

,患者に対して適切かっ十分な情報を分かりやすく提供してぃない 1
1 ^,、ド.:伊11治療等の内容」を参照 1

ーーーーーーーーー・ーー・・ーーーーーーーーーー・ーーー・・ーーーーーー・ーー・・・ーーーーーーーー・ー・・ーーーーー1

1「治療期間及び回数」が記載されていない、または国民や患者に 1

師X
電話 03-XXXX-XX双

Mail xxxxX惑XX@yw.jp

限定除要件をたす改善

限定解除要件である「提供している治療内容ど台療に必要な標
準的な費用」「治療の主な副作用・りスク」を十分に記載する必要
がある。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

37

1対して適切かっ十分な情報を分かりやすく提供していない 1

.^,、個別具体例は、P39「事例@治療期問及び回数」を参照 1
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

1「標塗的な用」が記載されていない、または国民や患者に対して1

治療方法:インプラント

インフラント治療とは

インプラント治療は、むし歯や歯周病を原因として失った歯にかわって、噛みD地や見た目を
回復するための治療法です.歯が抜けたところの顎の骨に人工の歯の根を埋めて、それを土
台にして歯をつくります.

1適切かっ十分な情報を分かりやすく提供していない
1 -',.'●,:」:=

、 、

検査

治療内容を切かつ十分
に記載する

エツクス線
撮影・検査

口の中の状況はインカントの治療ιこ直接的に関わったり、インプラント
の持ち具合に関わったりするため検査をします

骨の移植

インフンはの骨L えることで、入 てしっかり
とができます.そのため顎の骨の形を正確1こ知るためι江ツク
'ーいます

手術
(治 1こよって1ネ2回)

,ーーーーー.ー.ーーーーーーーーーーーーーーー...ー.ーーーーーーー.ー.ーーーーーーーーー.ーーーーーーーーーーーー

1「主なりスクや副作用」が記載されていない、または国民や患者に
1対して適切かっ十分な情報を分かりゃすく提供していない

個別具体例は、P.41、42「事例0 主なりスク、副作用」を珍照

顎の骨が細すぎたり低すぎ卜」りするとインプラントを埋められません.その
ような時{のポリユームを増やすために骨の移植を行うことがあります.

仮歯を
入れる

最終的な
歯を入れる

X

麻酔をして こインプラントを埋めます.ま司苗肉を切り開いて顎
の骨を出します.それからド」ルで注意深くに穴を開けて、インプラン
トを埋めます.インカントを埋める際にインカントを歯肉で覆った場
合は、イン方ントの頭を出討こ棚こもう一度手術を行います

骨とインつンつっいてからをっく に入り.口取り
とみ合わせの'ー

をつ

のチr
終的な歯をっくり

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

C冶療期間コ
、'療回数コ

.0

むこ

通常必要とされる治療期間及び
回数を記載する

3.6力

560

総額 a歯欠

<内訳>

※

0

しつ

検査・診断

通常必要とされる
を記する

の

法第6条の5第3項、規貝り第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q5-11,5-12

インカント手術

金額

10,000円・20,000円

20,000円・140,000円

10,000-85,000円

内容

200,000円~300,000円
(付 をく)

付随手術

インプラント埋入手術

イン方ントニ次手術
(症加こよ

率的な金額

が高額で治療期間が比較的長い.
^

・外科処置に伴う痛み・れ・出血・合谷綻の可能性がある
・お手入れ次第で感染することがある
・食く物口まりやすくなること^
・む感覚が自分の歯と違う

"紬0
治療における主なりスクや副作GBR

用を記する骨移植

ー
ー
'
'
■
"



3.限定解除要件の記載が不適切な事例 3-2 自由診療に関する限定解除要件について

(26)自由診療における限定解除(個別具体例 V5)
通常必要とされる治療等の内容

限定除要件を満たしていない表現

医療広告ガイドライン上で必要とされている「通常必要とされる治
療等の内容」の記載力坏十分であるため、限定解除要イ牝満たし
ていない。

事例1-1 治療等の内容

インプラント治療とは

インプラント治療は、失った歯に近い歯を取り戻すこと力やできます。

X

事例今・2 治療等の内容

X 、'゜

具体的な治療等の内容が
記載されていない

限定解除要件をたす改善例

限定解除要件である「通常必要とされる治療等の内容」を十分に
記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

ンフーン'

インプラントは歯を失った人が行う治療で、最近では技術力惟み、
様々な治療方法がございます。
当院では3種類の方法でインカント治療を行っております。
患者様と相談して治療方法を決めていきますので、まずはご来院くださ
い!

とは

ht咽;ノノW^.■比de.bNOU.醐"

した記載自
休はあるものの、不十分である

治療方法:インプラント

インプラント治療とは

インプラント治療は、むし歯や歯周病で抜けた歯にかわって噛み心地や見た目を回復するた
めの治療法です.歯力畩けたところの顎の骨に人工の歯の根を埋めて、それを土台にして歯
をつくります.

ン'

0

検査

治

に記

エックス線
撮影・検査

の内容を
する

口の中の状)兄はインカントの治療に直接的に関わったり、インカント
の持ち具合に関わったりするため検査をします

骨の移植

インカントは顎の骨{こ支えられることで、しっかり噛むことができます.そ
のため顎の骨の形を正確に知るため{江ツクス線撮影を行います.

手術
(治療によコτ1才ユ回)

切かつ十分

顎の骨が細すぎたり低すぎ卜』りするとインプラントを埋められませ人,.その
ような時は骨のボリユームを増やすために骨の移植を行うことがあります.

仮歯を
入れる

最終的な
歯を入れる

麻酔をして顎の骨にインブラントを埋めます.まず歯肉を切り開いて顎
の骨を出します.それからドリルで注意深く骨に穴を開けて、インプラン
トを埋めます.インプラントを埋める際にインプラントを歯肉で覆った
合は、インカントの頭を出すためにもう一度手術を行います

骨とインつンつついてからをつくるに入ります.口の里取り
と噛み合わせの記録を行います.いきなり最終的な歯をっくらずに、ま

をつってのにム

を行って最のチエ、yクーい、もう一里取りとみ口
終的な歯をっくります.この時は歯の色もチエックして出来映えしこ反映さ
せ

治療期間!_回数

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

口

用※症にって金は

36力

560

総額(1歯欠損の場合)

<内訳>

検査・診断

インプラント手術

法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q5-11,5-12

動しま

200,000円~300,000円
(付随手術用を除0

付随手φ桁

インプラント埋入手制「】

インプラントニ次乳ミi
(症状により要否1 ます)

補綴物

GBR

骨移植

リスク・副作用

治が高額で治療期間が比較的長い
外科処貴に伴う痛み・腫れ・出血・合巻榧の可能性力ξある
・お手入れ;欠第で感染することがある
.食ぺ物が詰まりやすくなることがある
噛む感覚が自分の歯と違う

金額

10,000円・20,000円

20,000円・140,000円

10,000-85,000円

38

20,000円・140,000円

50,000円・100,000円

50,000円・100,000円



3.限定解除要件の記載が不適切な事例 3-2 自由

(26)自由診療における限定解除(個別具体例 2/5)
治療期間及び回数

限定除要件を満たしていない表現

医療広告ガイドライン上で必要とされている「治療期間及び回数」
の記載力坏十分であるため、限定解除要イ牛を満たしていない。

@

、

^

r

治療期間は患者様の状態により異なります

.ロ

に関する限定解除要件について

回ら,

X

事例@・2 治療期間・回数

X

'@

常必要とされる治療期間及
び回数が記載されていない

限定解除要件をたす改善例

限定解除要件である「治療期間及び回数」を十分に記載する必
要がある。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

師Xht咽;ノノ^.■比de.bMU 酬n

電話 03-XXXX-XXXX

Mail xxxxxxxxx@wy.jp

治療期間:1か月~
治療回数:2回~

.ロ

事例@・3 治療期間・回数

X

'@

最低限の治療期間及び回数
しか記載されていない

付随術

治法:インプラント

ンプラン治とは

インプラント治療は、むし歯や歯周病で抜けた歯にかわコて噛み心地や見た目を回復するた
"XD治療法です.歯が抜けたところの顎の骨に人工の歯の根を埋めて、それを土台にして歯
をつくります.

ンプーンの.'、の

口の中の状)兄はインプラントの治療に直接的に関わったり、インカント検査
の1寺ち具合{こ関わコたりするため検青をします

エックス乱泉インフランNば顎ω骨に支えられることで、し0かり如ことができます.そ
撮影.検査のた肺明の形を正園こ知るためにエツクス線撮影を行います.

骨の移植ような園の瓢_1を凾1野'1ミ骨ランP埋地§やません'その

麻酔をして顎にインカントを埋めます.まず歯肉を功り開いて顎
手●rg の骨を出します.そ才tからドリルで}加く骨に穴を開けて、インカン

トを埋めます.インカントを埋める剛こインカントを歯肉でった治はコて1ネ2回)
合は、インカントの頭を出すた刷Hこもう一度手術を行います

とインコントつついてからつく にります.口の型取り仮歯を
入れると噛み南わせ'、"

通常必要とされる治療期間最終的な終身のチエツクを行し さ
及び回数を載する

治療期間:3-6力月

'@

間しか記されていな

インナラント埋入手術
インプラントニ次手術
{症状によ否(ユリます)

補綴物

GBR

骨移植

39

リスク・副作用

・治療費で治間が比較的長い
・外科処に伴う痛み・腫れ・出血・合併症の可能性がある
・お手入tl,次第で感染することがある
・食ぺ物が詰まりやすくなること1陶る
・噛む感自分の歯と違う

金額

10,000円・20,000円

20,000円・140,000円

10,000-85,000円

20,000円了140,000円

50,000円・100,000円

50,000円・100,000円

歯を入れる

《

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8【A

.ロ

口

※症に

総(1歯欠損の

<内訳>

種類

検査・診断

3-6力

5.60

つ金額は

園)

インプラント手術

法第6条の5第3項、規貝り第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件1

Q5-11,5-12

内容

ま

200,000円~300,000円
(付随手用を除く)

.
一

治
い



3.限定解除要件の記が不適切な事例

(26)自由診療における限定解除(個別具体例 3/5)
標準的な費用

限定解除要件を満たしていない衷現

医療広告ガイドライン上で必要とされている「標準的な費用」の記
載力坏十分であるため、限定解除到牛を満たしていない。

事例3-1 費用

費困

料金は患者様の状態により異なります

3-2 自由診療に関する限定解除要件について

事伊j3-2 費用

X

質胆

'@

が記

内容

インフラント手術

限定解除要件を満たす改善例

限定解除要件である「標準的な費用」を十分に記載する必要が
ある。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

されていない

^解説@・2

事例@・3 費用
同一ページ内には治療の最低
金額から最金額までを記
した料金表は存在するが、別
の場所に低価格のみを切り
出して記されている

インプラント 150,000円~

最低金額のみが.載されて
いる

ht咽:ノノ^W●恍de.bMU.幽"

治法:インプラント

インプラン治療とは

インブラント治療は、むし歯や歯周病で抜けた歯にかわって唆み心地や見た目を回僅するた

めの治療法です。歯が抜けたところの顎の骨に人工の歯の根を埋めて、それを士台にして歯
をつくります。

ンプランの治の流れ

<内訳>

種類

150,000~

1箇所

検査

師X
電話 03-XXXX-XXXX

Mail xxxxxxxxx@wy.jp

エック入線
撮影・検査

メーカーA

口の中の状況はインプラントの治療に直接的に関わったり、インブラント
の持ち具合に関わったりするため^をします

メーカーB

事伊j3-4 費用

骨の移植

メーカーC

インプラントは顎の骨に支えられることで、しっかり噛むことができます。そ
のため顎の骨の形を正確に知るためにエックス1尉呈影を行います。

金額

手材d
(治療っでネ2回)

150,000円・200,000円

別途発生する
や内を記する

顎の骨が細すぎたり低すぎたりするとインプラントを埋められません。その
ような時は骨のボリユームを増やすために骨の移植を行うことがあります。

200,000円・250,000円

仮歯を
入れる

最終的な
歯を入れる

麻酔をして顎の骨にインプラントを埋めます.まず歯肉を釖り開いて顎
の骨を出します.それからドリルで注意深く骨に穴を開けて、インプラン
トを埋めます.インプラントを埋める際にインプラントを歯肉てⅧつた場
合は、インブラントの頭を出すためにもう一度手術を行います

300,000円・350,000円

インプラント手術

A

※別途検査・診断料金爪ら要1こなります
※篤術範囲により金額が興なる可能性^ます

骨とインフントカくっついてから歯をっくる作に入ります.口の型取り
と噛み合わせの記録を行います.いきなり最終的な歯をっくらずに、ま

ー^
つ

歯のチ1ツクを行い、もう一型取りと皎み合わせの確認を1テつて最
終的な歯をっくります.この時11歯の色もチ1ツクして出宋映え1こ反映さ

別途発生するが小さな
文字で記されており、具体
的な金額の明示もない

低金額から
金額を記する

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8ιA 40

総額(1歯欠の場合)

※

金額

170,000

しつ

検査・診断

イン方ント手術
(麻酔料金含む)

準的な用を記す
る(症状によって金額に
変動がない園)

法第6条の5第3項、規貝リ第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q5-11,5-12

内容

200,000円~250,000
(付随 をく)

<内訳>

付随手術

インプラント埋入手術

インカントニ次手術
(^1こよ帳召燭如ます)

補綴物

GBR

骨移植

金額

20,000円

60,000円・80,000円

65,000円・70,000円

費用が発生する可能がある処
置等について、一通り記があり
またそれぞれの金額も明示的に
記されている

55,000円・80,000円

50,000円・90,000円

50,000 -0,000円

器



3.限定解除要件の記載が不適切な事例 3-2 自由診療に関する限定解除要件にっいて

(26)自由診療における限定解除(個別具体例 4/5)
主なりスク、副作用等

限定解除要件を満たしていない表現

医療広告ガイドライン上で必要とされている「主なりスク、副作用
等」の記載力坏十分であるため、限定解除要イ牛を満たしてぃない

事伊14-1 リスク、副作用等

X '0

治療費力塙額

.

事伊j4-2 リスク、副作用等

X '0

治療における主なりスク、
用等がされていない

治における主なりスク、副作
用等が十分に記載されていない

Ω&A

Q :インプラント治療にはどのようなりスクがありますか?
A:手術中1本麻酔力勸いていますので、心酉謁りません。術後の痛み
1蛎りますが2~3日でひきます。それ以上に、ブリッジや入れ歯にはな
いメリットがあります。

限定解除要件をたす改善例

限定解除要件である「主なりスク、副作用等」を十分に記載する
必要がある。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

作

事例4-3 リスク、副作用等

X

ht嘆;ノノ^.●武d●.NYO{1 ^

治法:インプラント

ンフ'ラン 之'.
とは

インカント治痢ネ、むし歯や歯周病で抜けた歯にかわって噛みL地や見た目を回復するた
刷XD治療法です.歯が抜けたところの顎の骨に人工の歯の根を埋めて、それを土台にして歯
をつくります.

41

ンプーンの'の

口の中の状況はインカントの治療に圖妾的に閲わったり、インカント検査
の}寺ち具合1こ関わったりするため検査をします

しつ

しっかりと強く噛める

師X
電話 03・XXXX一双XX

M己il xxxxxxxxx@yw.jp

エックス線
撮影・検査

見映えよく仕上けることが可能

.0

長所に関する報と比べて極
に小さな文字で掲載している

骨の移植

自分の歯にかかる負担が滅って長持ちする

インプランNば顎の骨に支えられることで、しっかり雌1むことができます.そ
のため顎の骨の形を正殉こ知るため1江ウクス線綴影を行います.

1、

デメリヅト
治 治療期間が比較的い
外科処置に伴う痛み・・出血.合桝症の可能性^
お手スれ次祭で^すること^
食べ物が詰まりやすくなること^

感覚が自分の歯と逸う

("'

>

報と同様

手徳1
ーては2回)

顎が細すぎrこり低すぎ1'、りするとインカントを埋められません.その
ような時はボリユームを増やすために骨の移植を行うことがあります.

麻酔をして顎にイン方ントを埋めます.まず歯肉を切り開いて顎
を出します.そtιからNJルで注^く骨に穴を聞けて、インプラン

トを埋めます.インカントを埋める剛こインカントを歯肉で覆った場
合は、インフラントの頭を出すためにもう一度手術を行います

とインフントつっいてからをっくるに入ります.口の取り
と噛み合わせの記録を行います.し遺なり的な歯をっくらずに、ま

ー^つ

のチエウクを竹い、もう一取噛み口わせの確認を行って
終的な歯をXります.この時は歯の色もチJ:ツクして出来映え1こ反映さ
せ

仮歯を
入れる

.こ的な
歯を入れる

A

迫癒期閲"^

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8.A

口

※症

総額(1歯欠

<内訳>

'

36

5-60

検・診断

の合)

イン方ント手術

は

法第6条の5第3項、規貝リ第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q5-11,5-12

解説4-1,2寺
治療における主なりスク、インプヲント埋入

゛

作用十分に記するインフフントニ次
'

ま

200,000円~300,000円
(付随費用を除く)

付随手術

(症状1、より翌否{ニ

補ゐ甜勿

GBR

骨キ多植

.

治療期間が比較的長い
外科処に伴う痛み・腫れ・出血・合併症の可能性がある
お手入れ次第で感染すること力膓る
食べ物が詰まりやすくなること力膓る
噛む感自分の歯う

治

等の他の
に記する

、
、

、
、

.

.

.

.

.



3.限定解除要件の記載が不適切な事例 3-2 自由診療に関する限定解除要件にっいて

(26)自由診療における限定解除(個別具体例 5/5)
主なりスク、副作用等

限定解除要件を満たしていない表現

医^告ガイドライン上で必要とされている「主なりスク、副作用
等」の記載力坏十分であるため、限定解除要イ牝満たしていない。

事例0-4 ノスク、副作用等

解説4-4

治療における主なりスク、作用で
はなく、メリヅトの明である

リスク(ダウンタイム)について

ダウンタイムはありません。施術当日からメイク可能です。

事伊】4占りスク、副作用等

解説4-5

中・術後における主なりスク、副
となる作用の説ではなく、

患者についての説明である

限定解除要件をアす改善例

限定解除要件である「主なりスク、副作用等」を十分に記載する
必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

この施術をお受けできない方
.風邪・頭痛・発熱・二日酔い・疲労等など体調不良の方。
.妊娠中、または可能性力怖る方、授乳中の方。
.刺青・タトゥーのある部分への施術。
.切り傷やニキビなどの炎症部位への施術。

こつい

事伊14-6 リスク、副作用等

X 解説'・'

RFは、ラジオ波によって皮膚内部を局所的に温め、皮膚の内部組織の゛勧臭を誘導すること
により、しわやたるみを改善させる治療てす。

洗顔

アイシールド
装着

電話

Mail

完全にメイクを落としてから行います。

03-XXXX-XXXX

XXXXXXXXX@yyy.jp

照射

こつ、、

施術当日は、激しい運動・飲酒等はお控えください。
治療期間中は紫外線予防、保1呈を必す哘い日焼ιナや乾燥に
十分お気をつけください。

目を保鐙するため、専用のアイシールドを装着します。

アフターケア

※上記のりスク・副作用の記載例にっいては、日本美容タト科学会「美容

医療診療指針(令和3年度改訂版)JP38,41,42を参考に記載。

を受けるにあたっての事項
であり、治療を受けたことにより起こ
りうるりスク、作用についての
ではない

幹部に照射します。処置時間は合3位によりますが、約15分1呈度です。

師X

3週間おき1こ1回行います。継続治療は5回~6回をお勧めしています。
a回ても効果1謁りますが、複数回の治療を受けることにより、より高し階返り効果が得ら

れます。)

i先顔・アフターケアを1〒つて終了です。(化粧をされない方ても日焼け
止めはお塗りください。)

顔全体

顔全体+首

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医^告ガイドラインに関するQ&A

禁忌事項について

この施術をお受けできない方
・風牙B・頭痛・発熱・二日酔い・疲労等など体調不良の方。
・妊娠中、または可能性がある方、授乳中の方。
・刺青・タ
・切り傷や

注意事項について

・施術当日は、
・治療期問中は
十分お気をつし

10.000円ノ回

20.000円/回

法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q5-11,5-12

治を受けたことによりこりうるりスク、
作用(治療を受けたこと1こよる次的

もしくは望ましくない作用等)の説明を十
分に.する

※.

照射時~照射後には、建痛、軽度の発赤、腫脹、痴皮、
紫斑などが出現することがあります。
まれに炎症後色素沈着、、、癒痕形成などの合併症力て
起こーてあります。

.

42

.



3.限定解除要件の記が不適切な

(27)未承認医薬品等を用いた自由診療におけるβ艮定解除

わ力個の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律において、承認等されてし噂い医薬品.医療機器、
あるいは承認等された効能・効果又は用法・用量力C異なる医薬品.
医療機器を用いた治療にっいて、「未承認医薬品等であること」「入
手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性
等に係る情報」を明示する必要力吻る。

本頁では、右図の未承認医薬品等の事例を示している。

末承医品等の要件を満たしていない表現

自由診療の広告に必要となる通常の限定解除要イ牝満たす記
載しかされておらず、未承認医薬品等を用いた自由診療を広告す
るための限定解除要件は満たしていない。

3-2 自由診療に関する限定^要件にっいて

事例未承認医薬品等を用いた治療方法

解説

承認された効能・効果と異なる目的で医薬品
りフトアツフ治

等を使用しているにもかかわらず「未承認医薬
品等であること」「入手 」「国内の承
薬品等の有無」「諸外国における安全性等に係
る情級」「医薬品副作用被害救済制の対象
にはならないこと」が記されていない

00 (作成者生:未承認医療機勘販売名)で照射する超音波を直接肌に
あて、皮下に存在する筋膜に熟をピンボイントで加え、りフトアッブを行い
ます。

治療期間迴数

この治療で使用される00は医薬品医療機器等法上の承認を得てし屯い未承
認医療機器です。

承認の有無・前提

未承認 口

医薬品等

承認
医薬品等

')医療

当院で使用している00は口口国△△社で製造さ村こものを当院で個人輸入し
ております.個人輸入された医薬品等の使用によるりスクに関する情報は下記
URLをご確認ください.
h如S://WWW.γヨkubUぜU.mhlwgo.JP/1ndex.h訂nl

も国内承認なし
の同等匡薬品等

国内においては承認されてぃる医療機器はありません.

更新
(救済制の文

ロロ

「未承認医薬品等であること」等の記載要否

必要

必要艇あ承認等ぎれ痔医氣宅等励青報毛

'

での使用

未承医品等の要件をたす改善例

自由診療の広告に必要となる通常の限定解除要件のほかに、未
承認医薬品等の要イ牝十分に記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

口

必

たるみ治

追)

-60

と{よ異な裂こ

りフトアップ'治療 電話 03・XXXX-X欺X

Mail xxxxxxxxx@yw.jp
治療方法

00 (作成者注.未承認医療機勘販売名)で照射する超音波を直接肌に
あて、皮下に存在する筋膜に熱をピンボイントで加え、りフトアッフを行い
ます。

治療期間'雪懲

リスク
神経の全面的あるいは部分的損傷力処こることで、永久的または
一時的なしびれや表情筋の麻癖力溌生する

作用

線状に皮が腫れること力怖る
一時的に知覚が鈍く感じることがある

.

、

こつい

U.^m

.

0

、

300,000-350,000円
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楽

施術名

たるみ治療

口

「内の承 品等の有無」1こついて、同一の成分
やを有する他の内医品等があるは、
その報をする

:国内1こおいては00と{窃リの口(作成者注:承認
厚生労働省より承認を取得してし、ます

-60

医療法関連去令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

師X

リZク
神経の全面
一時的なし

線状に皮膚
一時的に知

※00について

「末承 品等であること」「入手経路等」「国内
の承医薬品の有無」「外国における安全性
等に

. .

い

い^は、大りクかにってぃい
可能性がある旨)」「医薬品作用被救済制
度の対にはならないこと」を記す

《

米国のFDA 伊メリカ食品医薬品局)に承認されております.りスクとしては痛み.
ビ北リ感、みみで腫れ、一時的な腫れ、紫致1、色素増強、癒痕形成、一時的な
局所神経麻痩力駆告されています.

販売名)が
^

につい

万が一重篤な副作用が出た場合は、国の医薬品副作用被害救済制度の対象
外となります.

法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q3-25,3-26

300,000-350,000円

、
ノ



3.限定解除要件の記載が不適切な事例 3-2 自由診療に関する限定解除要件について

(28)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用
いた自由診療における限定解除

わが国の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律において、承認等されてし屯い医薬品・医療機器、
あるい1ネ承認等された効能・効果又は用法・用量が異なる医薬品・
医療機器を用いた治療にっいて、「未承認医薬品等であること」「入
手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性
等に係る情報」「医薬品副作用被害救済制度の対象にはならない
こと」を明示する必要がある。
本頁では、右図の未承認医薬品等の事伊葹示している。

未承認医品等の要件を満たしていない表現

自由診療の広告に必要となる通常の限定解除要イ牝満たす記
載しかされておらず、医薬品等を承認された効能・効果と異なる目
的で用いた自由診療を広告するための限定解除要件は満たして
いない。

事例承認された効能・効果と異なる目的
で医薬品等を用いた治療方法

X 解説

承認された効能・効果と異なる目的で医薬品等を使
用しているにもかかわらず「未承認医薬品等であるこ
と」「入手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸
外国における安全に係る情報」「医品副作用
被害救済制度の対象にはならないこと」が記載されて
いない

美容注射:プラノタ注射(00 (作成者注:既承認の医薬品
の販売名))

未承認
医薬品等

圃額^舮而於爵証医*膨赤
(医薬品・

医療機器等)

他万同奪医薬晶等
国内承認盆し

承認
医薬品等
(品

'

更新
(救済制の文

承認と1 よる
での使用

「未承認医薬品等であること」等の記載要否

必要

治療方法:アミノ酸、核酸、塩基、ミネラルが含まれた00を注射すること{こより
00 (効果)を図ります

治療回数:週1回~2週間に1回力叩均的な回数です。

未承認医品等の要件をたす改善例

自由診療の広告に必要となる通常の限定解除要件のほかに、未
承認医薬品等の要イ牛を十分に記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

口

必要
用と1式異なることを明示)

リスク:内出血
プラセンタ注射は、注射器を用いるため、細い血管に当たってしまい
内出血を引き越してしまうりスクがあります。
本製剤は生体由来の原料を使用しているため、現在未知の病原
体の感染は完全には否定できません。

こつい

h

電話 03-XXXX-XXXX

美容注射:プラセンタ注射 Mail X惑XXX)厭@wy.jp
(00 (作成者注:既承の医薬品の販売名))

^

ノノ^.急^他

過棚走・頭痛・肝機能障害・献血力tできなくなります

.

、

法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q2-14,3-253-26

U.^m

治療方法:アミ^、核酸、塩基、ミネラルが含まれた00を注射します
治療回数:週1回~2週間に1回が平均的な回数です。

施術名

プラセンタ注射

.

口

施術名

プラセンタ注射

楽

解説

「未承認医品等であること」「入手経路等」「国内の
承医薬品等の有無」「外における安全性等に係
る報( がいが てい

リスクがにっいい口は、

「医薬品作用被救済制度の対象にはならー)
ないこと」を記する

リスクと副作用について

リスク:内出血
方センタ注射は、注射器を用いるため、細い血管に当たってしまい
内出血を引き越してしまうりスクがあります。
本製剤は生体由来の原料を使用しているため、現在末知の病原
体の感染は完全には否定できません

師X

法

ム告ガイドライン

療広告ガイドラインに関するQ8'A

金額

2,500円/本

過敏症・頭痛・肝機能障害・献血力(できなくなります

《

※ヒト胎盤抽出物(プラセンタ)について

44

金額

2,500円/本

ヒト胎盤抽出物(プラセンタ)は、医薬品医療機器等法において、「慢性肝疾
患における肝機能の改善」の効能・効果で承認されていますが、当院で行う美容
目的での使用については国内で承認されていません。

入手経路等

当院で使用しているヒト胎盤抽出物(プラセンタ)は口口国△△社で製造され
たものを当院で個人輸入しております。

目のの

ヒト胎盤抽出物を一般名とする医薬品は国内で承認されておりますが、承認され
ている効能・効果及び用法・用量と当院での使用目的・方法は異なります。

にし

現在重大なりスクは報告されておりませんが、VC] D (変異型クロイツフカレト
ヤコブ病)の伝播の理論的なりスクは否定できません。

^
こつい

万が一重篤な副作用が出た場合は、国の医薬品副作用被害救済制度の対象
外となります。

.

.

.

.



新規作成
3.限定解除要件の記載が不適切な事例 3-2 自由診療に関する限定除要件にっいて

(29)医薬品等を承認された効能・効果と異なる目的で用
いた自由診療における限定解除(GLP・1関連)

わ力個の医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保
等に関する法律において、承認等されていない医薬品・医療機器、
あるい{ば承認等された効能・効果又は用法・用が異なる医薬品.
医療機器を用いた治療にっいて、「未承認医薬品等であること」「入
手経路等」「国内の承認医薬品等の有無」「諸外国における安全性
等に係る情報」「医薬品副作用被害救済制度の対象にはならない
こと」を明示する必要力吻る。
本頁では、右図の未承認医薬品等の事伊jを示してぃる。

未承認医薬品等の要件を満たしていない表現

自由診療の広告に必要となる通常の限定解除要イ牝満たす記
載しかされておらず、医薬品等を承認された効能・効果と異なる
目的で用いた自由診療を広告するための限定解除要件は満たし
ていない。

事例承認され亢効能・効果と異なる目的
で医薬品等を用いた治療方法

GLP・1ダイエット●●

効里
2型糖尿病の治療薬として承認されたGLP・1受容体作動薬を用い、
インスリンの分泌を促すとともに、胃腸や脳に働きかけて満腹感を得た
り、食飲を抑制する効果力怖ります。通常、6力月程で効果力て出ます。

承認の有無・前提

未承認他万同等医薬品等
医薬品等も国内屋認盆し

(医藁品・
医療按器等)

承認
医薬品等

用法・用量

1日1回、最初の飲食前に1錠をコップ半分の水ととも1閉展用ください。

睡姦語Ⅱ

につい

万が一重篤な副作用が出た場合は、国の医薬品副作用被害救済
ナ'の、

0

認

^

.1

下記の症状力t出る場合力怖りますが、内服継続をすることで、それら
の症状は緩和していきます。一般的には問題なく"艮用いただける方が
ほとんどです。

悪心、嘔気、嘔吐、食欲不振、胃のむかっき、下痢、倦怠感等

よる

での使朋

「未承認医薬品等であること」等の記載要否

必要

未承認医薬品等の要件を満たす改善例

自由診療の広告に必要となる通常の限定解除要件のほかに、未
承認医薬品等の要イ牛を十分に記載する必要がある。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイトにおける全体の構図や医学的状況等を考して、誤認を
与えない対応が必要である。

、弌

必要

他あ憲認一等きれ児医薬品等

こ

※

とは異なることを明示)

3mg・30錠

7mg・30錠

X

.

GLP・1ダイエツト

解説

承認された効能・効果と異なる目的で医品等を使用
しているにもかかわらず「未承医薬品等であること」「入
手経路等」「内の承医品等の」「諸外にお
ける安全性等に係る報」「医品作用被救済制
度のにはならないこと」が記されていない

2型糖尿病の治療薬として承認されたGLP・1受容体作動薬を用い、
インスリンの分泌を促すとともに、胃腸や脳に働きかけて満腹感を得た
り、食欲を抑制する効果力吻ります。通常、6力月程で効果力{出ます。

用法・用

1日1回、最初の飲食前に1錠をコップ半分の水ととも1朗艮用ください。

金額

15,000円

25,000円

0

電話 03・XX双一XXXX

Mail X惑XXXX欺@yyy.jp

.1

下記の症状が出る場合がありますが、内服継続をすることで、それら
の症状は緩和していきます。一般的には問題なく"及用いただける方が
ほとんどです。

悪心、嘔気、嘔吐、食飲不振、胃のむかっき、下痢、倦怠感等

承医
係る報

1 スク

蚕る旨)」「医品
ならないこと」を

医療法

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8.A

医薬品等であること」「入手経路等」「内の
品等の有無」「外国における安全性等に

い い

師X

※

3mg・30錠

7mg・30錠

《

にっいい口

作用被救済制の対象には
する

法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q2-14,3-253-26

00錠は、2型糖尿病の治療薬として厚生労省に承認されていま
す。肥満治療目的での処方は国内で承認されてぃません。

45

国内の医薬品卸業者より国内承認薬を仕入れてぃます。

00錠と同成分(△△)の注射製剤が、肥満症の治療薬として国
内で承認されています。

金額

15,000円

25,000円

同一成分の注射製郵仂(アメ仂食品医薬品局(FDA)で肥満症
治療薬として承認されていますが、諸外国でも美容・痩身・ダイエット
等を目的とした使用{ネ承認されてしぬいため重大なりスクが明らかに
なっていない可能性力吻ります。

.

^

-
L



第1章ウエブサイNこおける事例

1-4 広告するにあたって注意が必要な事例

46



4.広告するにあたって注意が必要な事例

(30)様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提
供するのかという点が明確ではない診療科名(誇大広告)

広告をしてはならない診療科名の表現

法令上根拠のない名称や、組み合わせの診療科名のうち、様々
な治療の方法が含まれ、そのいずれの治療を提供するのかという点
が明確ではない名称にっいて、提供する治療の内容が記載されて
おらす勺ミ明確であり、限定解除到牛力嘴たされているとしても、誤
認を与える可能性力てあり、広告できない。

00歯科医院

ホーム^
^ 科名

様々な治療の方法が含まれ、そのいずれの治
療を提供するのかという点が明確ではない

診痩時間 10:00~18:00
休診日日・祝日

03-X>(XX-X惑X

広告をしてはならない診療科名の表現にる改善例

提供する医療の内容を明確に記載したうえで、限定解除要イ牛を
満たす必要がある。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウェ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

審美歯科

矯正歯科

小児歯科

師X
《

00歯科医院

ホーム

診療科

審美歯科

時 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

当院における美歯科について

当院における審美歯科は、歯や口元の美しさに焦点を当てた総合
的な歯科治療のことを指しております。当院では補綴物を使用し
白い透明感と天然の歯に近い見た目で審美性力惰い「オールセラ
ミッククラウン」や、歯の汚れを落とし色を白くする「ホワイトニング」な
どの治療を提供しております。

オールセラミツククラウン
治療

ラミネートペニア
メニユー

ホワイトニング

》

補足

診療科名は、医療法施1テ令第3条の2で定められた診療科名又は当
該診療に従事する医師が厚生労働大臣の許可を受けたもの以外{よ広告
が認められないが、限定解除到牝満たすことで、広告は可能である。
限定解除の到牝満たすrこめには、医療広告ガイドラインP31の広告可
能事項の限定解除到牛の①②の記載を満たすことが必要である。
(自由診療の場合は、これに加え限定解除劃牛の③④を満たす必要が

ある。詳細は本事例解説書P37-45を参照。)

(解説・2に加え)いずれの治療
を提供するかを明確に記する

師X

47

《

ノ

法関連去令

ム告ガイドライン

ム告ガイドラインに関するQ&A

オールセラミツクク

治

歯の表面を削り、白いセラヨ"をかぶせる、もしくは隙間に埋める
ことで、歯を白くきれいにします。

0
(解説・1に加え)する治療

内容の限定解除要件を満たす

(詳はP34-41を照)

口

口療回

.ロ

法第6条の5第2項第2号

第3の1(3)誇大な広告(誇大広告

Q3-18

3、

-50

セラミック治

治療によっては歯のイ本積を削る量力て多しゞ易合があります。
また事前に神経の処置等が必要な場合があります。

こつい

治療後に軽い出血や痛みを伴う可能性力吻ります。
また稀にセラミックが欠ける可能性力吻ります。

金額

90,000-120,000



4.広告するにあたって注意が必要な事例

(31)提供される医療とは直接関係ない事項による誘引

提供される医とは直接関係ない事項の表現

医療広告ガイドラインでは、提供される医療の内容とは直接関係のない情報を強調し、国民・患者を誤認させ、不当に国民・患者を誘引す
る内容にっいては、広告は行わないものとされている。

事例提供される医療の内容とは直接関係のない事項

00グJニツク

トップページ クリニツクー料金一

子どものみんなには治療後に、頑張ったご褒美にガチヤガチヤをフ1ノゼント!

第3の1(8)その他ア②提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引

48

当院で出産された方には、出産祝いとして赤ちゃんグッズをプレゼントしております。

アクセス

間 10:00~18:00
休診日日・祝日

03-XX惑一XXXX

X
品を贈呈する旨等を

記している

師X

医療法関連去令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

含●
00



4.広告するにあたって注意が必要な事例

(32)費用を強調した広告(個別具体伊11/2)

費用を強調した広告

医療広告ガイドラインでは、医療広告は、患者等が広告内容を適
切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の
伝達に努めなければならないから、医療機関や医療の内容にっい
て品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行うべきではない
とされている。

事例@キャンペーンや割引を強調した広告

師X
00クリニツク

お知らせ

!のンペーン20210701
夏の期間(フ/1-8/31)限定で、様々な治療お安くなります。

0脱毛治療

通常価格20,000円ノ1ケ月→割引価格15,000円

0ダイエット治療

通常価格100,000円/1ケ月→割引価格75,000円

→そのほかの治療でも割引をしております

診療時間 10:00~18:00
休紗日日曜・祝日

03-XXXX-XX双

費用を強した広告にる改善例

キャンペーンや割引等の品位を損ねる、あるいはそのおそれがある
広告は控え、治療の費用は過度に強調せずに記載する。

費用を前面に押し出し
た記載をしている

治内容

事伊12 会員特典として費用の割引を強調した広告

00クリニック

トツプページ

《

00グjニツク

トツプページ

費用をに強せず
に記する

の知 2021 07 01

7月1日から8月31日の間、「脱毛治療」「ダイエット治療」1ネ料金
を変更致します。

0脱毛治療

価格15,000円/1ケ月

0ダイエット治療
価格75,000円/1ケ月

お知らせ

治内容^

10:00~18:00

休診日日曜・祝日

03-XXXX-XXXX

当院

V

診療時間

治内容

9:00~

田^

師X

用アブ1 からのご約でさらにお安くなります!

アプ1jからムー登,をして、
種治 30ψ'0OFF割引券をGet!

14:30~

13:00

月火水木金土

000.00

休診

《

18:00

木・日

0 0 0

X韻懸比頃即弛比、

法関連法令

ム告ガイドライン

ム告ガイドラインに関するQ8、A

治療メニユー

一般皮

00

患者等を不当に誘引する

診療時聞
休診日

一般整形外科

科

10;00~18:00

臼曜・祝日

第3の1(8)その他ア①費用を強調した広告

Q2-5

をしている

師X

美容皮膚科

美容整形外科

《

お知らせ

202Vフ/30 夏季休暇にっいて
8月の9日・13日の期間、季休暇のため休診とさ
せていたたきます.

なお、14日から1ネ通常の診療時問で診療します.
ご不便をおかけしますが、お間違し屯しはうご注意くだ
さい.

》

49

Xジペツ



4.広告するにあたって注意が必要な例

(32)費用を強調した広告(個別具体伊12/2)

費用を強調した広告

医療広告ガイドラインでは、医療広告は、患者等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達
に努めなければならないから、医療機関や医療の内容にっいて品位を損ねる、あるいはそのおそれがある広告は行うべきではない、とされてい
る。

事伊」3 症例モ_ターとして治療を受ける際の価格として、
費用の割引を強調した広告

00クリニツク

トツプベージ

モニター大募集!
症例モニターにご協力いただける場合、通常価格よりもお得な料金で治療を受けること力やできます!

治療内容

00治療

診療時間
休診日

X

金表

10:00~18:00

日曜・祝日

△△;台療

「症例モニターとして治を受ける場合、
常の費用から割引される旨」を記載している

通価格

200,000円

03-XXXX-XXXX

当院について

師X

通常価格

50,000円

下記のフォームからご応募ください。

お申し込みはこちら

《

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

モニター価格

100,000円

50

モニター価格

0円

第3の1(8)その他ア①費用を強調した広告

Q2-5

伊
F
 
鞠



4.広告するにあたって注意が必要な事伊」

(33)医薬品の販売名(医薬品医療機器等法)

医薬品の販売名

平成29年9月29日付け薬生発0929第4号厚生労働省医薬.
生活衛生局長通知の別紙「医薬品等適正広告基準」により、医
薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとされて
いることに鑑み、医薬品又は医療機器の販売名にっいては、広告
してはならない。

事例医薬品の販売名

00グノニツク

ホーム

AGA治

AGA

AGAは日本語で「男性型脱毛症」と呼{戯1ており、脱毛症の一種で
す。現在では、薄毛や抜け毛に悩む男性のほとんどがAGAであるとい
われています。

医品の販売名に係る改善例

医薬品又は医療機器にっいては、一般的名称等、特定されない
記載をすることにより、広告力句能である。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のウエ
ブサイNこおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を
与えない対応が必要である。

^間 10:00~18:00
休診日日曜・祝日

03-X泳X-XX惑

内容

当院のAGA治療

当院では主にAGA治療として内"艮薬

医

師X

売名)を処方しておりす

介

医薬品の販
費困 載されている
処方薬

'00(作蔵者注:医薬品の販売名)

ー'

アクセス

ht邸;ノノ^W.oodnk.如m

00クリニック

(作成者注:医薬品の販

ホーム

AGA治

AGA治療とは

AGAは日本語で「男性型脱毛症」と呼1劇"1ており、脱毛症の一種で
す。現在では、薄毛や抜け毛に悩む男性のほとんどがAGAであるとい
われています。

名が

金額

診療時間 10:00~18:00
休診日 日・祝日

03-X惑X-XX双

内容

フ,500円

師X

《

院紹介

AGA

当院では主にAGA治療として内"艮薬を処方しております。

0
医品の一的名称
が記されている

△△(作成者注:医薬品の一般的名称)

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8'A

質困

アクセス

51

医薬品又は医療機器の販売名にっいても、広告可能事項の限定解除
到牛を満たした場合には、広告可能事項の限定が解除でき、広告力句能
である。

広告している医薬品が末承認の場合や、承認された効能効果以外の用
途で使用されている場合は、通常の限定解除要件に加えて、「未承認医
薬品であることの明示」「入手経路等の明示」「国内の承認医薬品等の有
無の明示」「諸外国における安全性等に係る情報の明示」の記載が必要
である。

(詳細1ネ本事例解説書P.43-45を参照)

医薬品医療機器等法

第3の1(8)その他イ①医薬品医療機器等法

Q2-15

フ,500円

V



4,広告するにあたって注意が必要な事例

(34)ハナー広告における違反

ハナー広告の不適切な表現
.

医療広告ガイドラインでは、「①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)」と「②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若
しくは名称又は病院若しくは診療所の名称力嘴定可能であること(特定性)」のいずれの要イ牝満たす場合、医療広告規制の対象になる
とされており、これらを満たす場合は医療機関ホームページに限らずバナー広告も対象となる。
バナー広告では、禁止される広告は当然に不適切であること{こ加え、限定解除要件「①医療に関する適切な選択に資する情報であって患
者等が自ら求めて入手する情報を表示するウエブサイトその他これに準じる広告であること」を満たさないことから広告可能事項以外は広告す
ること力やできない。

事例ハナー広告における違反

如5

00情報サイト

トップ

おすすめの記

Aaaaaa

Bbbbbb

CCCCCCC

Dddddd

ニユース

△△クリニツク
皮膚の複数個所を
切開して脂肪を吸引

ニユース

1■瓢.Ξ: 1回(日帰の

52

コラム

※りスクとして皮下出血や腫れ、しぴれ
力起こるこ肋tあります.

優良広告、用の強
調に該当する内容が記
されている

特定医療機関ホームページを
訪れるものとは異なり、患者
等が自ら求めて入手する情報
でなく、限定解除要件①を
たさない状で広告可能
項以外が広告されている

ウエブ検索

公式情報

..

告の扱いについて

医療広告ガイドラインでは、広告可能事項の限定解除の具体的な要件にて、「インターネット上のバナー広告、あるいは検索
サイト上で、例えぱ「癌治療」を検索文字として検索した際に、スボンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対し
て費用を支払うこと{こよって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないものであること。」
とされており、バナー広告は限定解除要件①を満たさないことから、広告可能事項以外を広告することはできない。
なお、バナー広告自体が一律禁止されているわけではなく、広告可能事項の範囲内であれば広告可能である。

法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第3号、第4号他医療法関連法令

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要イ牛他医^告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8、A QI-フ

師X

^

^

https;ノノWWW.△△dinic.com

10

2,000円
▼

ナー広告から遷移した医療機関のホームヘージ

△△クリニツク

11,000円 1
新規入会キヤンヘーン
^^^^^^^

'^'^.^.^.^.^

ホーム

方法:脂肪吸引

皮下脂肪内に麻酔薬を注射し、皮の複数個所に
治療内容吸引管が入る程度の切開をして脂肪を吸引します。

施術は半日で終了致します。

250,000円

半日、1回

治療部位の皮下出血や腫れ、しびれ力妃こることが
あります。

,司 ,

費用

期間・回数

リスク・副作用

医院紹介

-OX

アクセス

03-XXXX-XX欺

《

》

ル
一

治



4.広告するにあたって

(35)りスティング広告における違反

リスティング広告の不適切な表現

医療広告ガイドラインでは、「①患者の受診等を誘引する意図があること(誘引性)」と「②医業若しくは歯科医業を提供する者の氏名若
しくは名称又は病院若しくは診療所の名称力噛定可能であること(特定性)」のいずれの要イ牝満たす場合、医療広告規制の対象になる
とされており、これらを満たす場合は医療機関ホームページに限らずノスティング広告も対象となる。
リスティング広告では、禁止される広告は当然に不適切であることに加え、限定解除要件「①医療に関する適切な選択に資する情報であっ
て患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること」を満たさないことから広告可能事項以外は広
告すること力やできない。

が必要な事例

例りスティング広告における違反

h如S;//WWW

脱毛治療

πミ^ WWW.食★.脱毛j台療/▼

毛治療が1部位2,000円
美容脱毛治療は、自由診療であるため一般的に費用力信くなります。しかし当院で1
の1部位2,000円で施術を受けるこ肋やできます。

広告 WWW.△△クリニック.美容治療/▼

脱毛治療といえぱ△△クリニツク
当院では医療用脱毛レーザーを使用し、毛根部のメラニン色素に熱を吸収させることで、毛を成長
させる組織にダメージを与え、新しい毛が生えるのを抑えます。2か月おきに4占回の照射で施術は
終了し、料金は20万円程度となります。照射中は痛みがあり、照射後も赤み力てでること力怖ります。

WWW.■■biyo>menu>脱毛治療▼

■■病院
当院で全身の脱毛治療を提供しております。医療機関し
脱毛機器を使用しているため、脱毛効果でしっかり脱毛したい

X

師X

^^^

暫客

53

医療広告ガイドラインでは、広告可能事項の限定解除の具体的な要件にて、「インターネット上のバナー広告、あるいは検索
サイト上で、例えば「癌治療」を検索文字として検索した際に、スボンサーとして表示されるものや検索サイトの運営会社に対し
て費用を支払うことによって意図的に検索結果として上位に表示される状態にしたものなどは、①を満たさないものであること。」
とされており、りスティング広告は限定解除要イ牛①を満たさないことから、広告可能事項以外を広告することはできない。
なお、りスティング広告自体が一律禁止されているわけではなく、広告可能事項の範囲内であれぱ広告可能である。

医療法関連法令 法第6条の5第3項、規貝リ第1条の9の2第3号、第4号

医^告ガイドライン 第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

医^告ガイドラインに関するQ8【A

比較優良広告に該当する内容が
記載されている

リスティング広告から遷移した医療機関のホームヘージ
一師X

に

https;ノノWWW

特定医機関ホームページを訪
れるものとは異なり、患者等が自
ら求めて入手する情報でなく、限
定解除要①を満たさない状態
で広告可事項以外が広告され
ている

△△クリニツク

dinic.com

京ーム

治療方法:脱毛

治療内容

診療内容

費用

期間・回数

リスク・副作用

医療用脱毛レーザーで、毛を成長させる組織にダ
メージを与え、新しい毛が生えるのを抑えます。

1部位:2,000円

1年程度、5回

照射中は痛みがあり、照射後も赤み力tでることがあり
ます。

院紹介 アクセス

03・窓XX-XX欺

《

》

X
1
 
1
X



4.広告するにあたって注意が必要な事例

(36)特定の人のみが閲覧可能な広告における違反

特定の人のみが閲覧可能な広告における違反例

当該医療機関に係る情報取得を希望した者のみ閲覧可能な状態(一般人は閲覧不可)であっても広告規制の対象になるため、禁止さ
れる広告は当然に認められない。

事例会員限定ページにおける違反

h如5;ノノWWW.△△din1こmm

△△クリニツク

ホーム

当院では患者様の悩みや不安を解消するために、
施術内容や料金体系について施術前に詳細な説明
不明な点があれば、お気軽にご質問ください。

@診療時間 Q 診療のご案内

電話

Mail

03-XXXX-XXXX

XXXXXXXXX@yw.jp

内容 医院紹介

9:0ON
13:00

14:30~
18:00

月火水木金土症状から検索する

000-00 施術内容から検索する

施術部位から検索する000

V

00

マイページヘログイン

アクセス

師X

X
特定の人のみが閲可能なウエブサイト
であっても、広告や比較優良広告
等に当する内容は、通常のウエブサイ
トと同に、される広告であり、め
られない

h 5;ノノWWW.△△Clinic.m 9e.mm

会員限定ページ

予約申し込み

会員情報変更

ロロロロさん

補足

虚偽広告や比較優良広告等だけではなく、法又は広告告示により広告力句能とされた事項以外の広告も認められないが、
通常のウエブサイトと同様、限定解除要イ牛を満たすことで広告は可能である。限定解除の要件を満たすためには、医療広告ガ
イドラインP.31の広告可能事項の限定解除要件の①②の記載を満たすことが必要である。
(自由診療の場合は、これに加え限定解除要件の③④を満たす必要がある。詳細は本事例解説書P.37-45を参照。)

医療法関連法令

医^告ガイドライン 第2 広告規制の対象範囲

医療広告ガイドラインに関するQ8【A QI-10

マイページメニユー

無料Web相談

お問い合わせ

次の受診日
7月21日

脱毛治療割引クーボン
本クーボンを印刷してご持参ください。

40,000円通常価格1部位 50,000円

会員様限定情報

△△院長が
00治療始めました 施術します!

口です!お気軽にお問合せください。
、

』

県内のA病院より5,000円以上お安く提供しております。

師X

ログアウト

受診履歴

退会手続き
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第2章 SNS・動画広告における事例

2-1 SNSにおける広告事例
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1. SNS1こおける広告事例

SNS1こおける広告形態と主な違反形態

SNS1こおける広告形態

メディアによっても異なるが、SNSにおいては概ね次の構成によって医療広告が行われている実態がある。
①プロフィール
②投稿
③返信
※「②投稿」1こ文字制限がある場合、自らの投稿に「③返信」を行うことで一連の医療広告として情報提供を行うケースも見受けられる。

SNS1こおける広告の構成と主な違反形態

g ■

@

0000クリニツク公式

アクセスいただき、ありがとうごさ、ぽす!
00クリニック公式アカウントです。キレイになりたい皆様を応援するため、
美容の知識やお得な施徐"宵報などを発信していきます!
@東京都千代田区

●Ⅱne.me/

新規作成

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

0000クリニツク公式@XXX.diniC 4月1日

;大人気の痩身治療「▲▲▲▲仂て¥10,000~利用可能です! 1
1従来の2倍以上の脂肪細胞を破壊・排出し、短期間で下腹部のたるみを1
1解消できます。副作用もほとんどありません。 1

#▲▲'▲#メディカル痩身

1

@"

「②投稿」の文字制限があ
ると、自らの1旦稿に「③返
信」を行うことで、一連の医
療広告とするケースもあり

{術前術後 1

^ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.ーーーーーーーーーーーーーーー^ー

0000クリニツク公式
@ X惑.diniC 4月1日

▼治療内容・費用、りスク・副作用等の詳細は、当院ホームページでご確
認ください。

XXX.dinic.CO.jp

①プロフィール、②投稿、③返信、
いずれかに含まれていれぱ違反と
なる
・虚偽広告
・誇大広告
・比較優良広告
・体験談等

佃■
■■

①プロフィール、②投稿、③返信、
なさ次のい

れていなけれぱとなる
・治療等の内容及び費用
・治療等の主なりスク・副作用

①プロフィール、②投稿、③返信、
、'に次のでい

いしぱ

・治療等の内容及び費用
・治療等の主なりスク・副作用
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1. SNSにおける広告事例

(37)体験談(省令禁止事項)

治療内容又は効果に関する体験談の表現

治療等の内容又は効果に関して、患者自身の体験や家族等からの伝聞に基づく主観的な体験談の広告をしてはならない。医療広告ガイ
ドラインでは、こうした体験談にっいて、医療機関への誘引を目的として紹介することは、個々の患者の状態等により感想が異なり得るもので
あり、誤認を与えるおそれがあることを踏まえ、医療に関する広告としては認められない、とされてぃる。

事例治療内容または効果に関する体験談

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

gw ooo0クリニック公式{

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

四' 0000クリニック公式@惑X.diniC5月10日

アクセスいただき、ありがとぅごさ、、ます!

00クリニツク公式アカウントです。キレイになりたい皆様を応援するため、
美容の知識やお得な施術情報などを発信してぃきます!
@東京都千代田区・ー

φ line.me/
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 1

1ご来院いただき、ありがとぅございます。
1スーパー白玉注射をご手リ用いただきました。

1 #白玉注射#▲▲'▲

新規作成

法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第1号

第3の1(6)患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談

QI-18
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

あいちゃん@XX_aichan 5月3日

0000クリニックでスーパー白玉注射!
肌にツヤとノWが出たよ口

次回使える割引チケヅトももらえたので、とってもお得で
おススメだよj

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

他者の投稿を引用することで、自院
のサービス等の体験談を紹介してい
る園もとなる

J
 
●

一
一

一
一

一
.

一
一

一
一

一
.
.
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1. SNS1こおける広告事例

(38)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

ビフォーアフター写真において治療等の効果又は内容に
ついて患者等に誤認を与えるおそれがある表現

医療広告ガイドラインでは、個々の患者の状態等により当然に治
療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれが
ある写真等については医療に関する広告としては認められないとさ
れている一方で、詳細な説明を付した場合についてはこれに当たら
ない、とされている。ビフォーアフター写真の掲載に必要な情報が十
分に記載されておらず治療等の内容又は効果にっいて、患者等
を誤認させるおそれがあるものにっいては、広告することはできない。

0000クリニヅク公式

00クリニック公式アカウントです。アクセス、ありがとぅござしぽす!
「'▲'▲」による痩身施術など、キレイになりたい皆様を応援するため、1
美容の知識やお得な施術情報などを発信していきます!

@東京都千代田区

(ξ) 1ine.me/
^ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー』一ーーーーーー'

0000クリニツク公式@X惑.diniC 4月1日

大人気の痩身治療「▲"'」!
従来の2倍以上の脂肪細胞を破壊・排出し、短期間で下腹部のたる
みを解消できます。
1回目から効果を実感できます!

¥10,000~利用可能です!
副作用もほとんどありませんので、安心して利用ください。

#""#メディカル痩身

ビフオーアフター写真の表現に係る改善例

ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通
常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なりスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を付すことにより
広告力句能である。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際の
SNSにおける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を与
えない対応が必要である。

新規作成

解説1

』一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■

"0000クリニツク公式
100グノニック公式アカウントです。アクセス、ありがとぅごさ、ぽす!,

,「▲'▲'」による痩身施術など、キレイになりたい皆様を応援するため、1
美容の知識やお得な施術情報などを発信していきます! 1

0000クリニヅク公式
@ X惑.diniC 4月1日

▼治療内容・費用、りスク・副作用等の詳細は、当院ホームページでご1
確認ください。,

XXX.clinic.CO.jp l
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.

前又は後の写
容、費用等に関する

作用等に関する

術前

,@東京都千代田区・ー
■ line.me/

^ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●

0000クリニツク公式@ X惑.diniC 4月1日

大人気の痩身治療「""」!医療痩身用HIFUの超音波技術
により、皮下脂肪にダイレクNこ働きかけ、従来の2倍以上の脂"方細胞
を破壊・排出し、短期間で下腹部のたるみを解消できます。
1回目から効果を実感できますが、2力月3回程の施術力勸果的です。

1回1エリア¥10,000~¥15,000で利用可能です!
副作用もほとんどありませんが、稀に熱感、発赤力処こりぇます。

#""#メディカル痩身

ノ/回

臼

次のケースはとなる。
・ビフオーアフター写のみが掲され、明が
一切ない

・明が付されているが、通常必要とされる治
内容・費用、主なりスク・作用に関する

説明が不足している。または、自院HP等の
別りンク先でされている

※上記以外のビフォーアフター写真に関する違反事例や改善例は、P27~P30を参照ください。

^ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'

③返信

0000クリニツク公式
@ XXX.diniC 4月1日

"▲▲の施術例(30代女性)

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ&A

回1
・施術内容:"▲▲を腹部へ1

,1
3回施術(期間:2力月)'

・費用:¥45,000
,,(3回分、税別)

術前 術後.りスク.副用:熱感、発赤
▼その他、詳細は当院卞ームページでご確認ください。

XXX.clinic.CO.jp

1一常必要とされる治療内
や、治療等の主なりスク、

等の細な報を付す。

^ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー●
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法第6条の5第2項第4号、規則第1条の9第2号

第3の1(フ)治療等の内容又は効果にっいて、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
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1. SNSにおける広告事例

(39)自由診療における限定解除
通常必要とされる治療等の内容・治療期間及び回数・費用
限定解除を満たしていない表現

自由診療は、一部の例外を除いて広告可能事項には該当しないた
め、原則として広告できない。しかし、広告可能事項の限定解除要
イ牛を満たし、かっ禁止される広告に該当しなし場合は、広告可能事
項に該当するか否かによらず広告できる。
以下の事例は、「提供している治療内容ど台療に必要な標準的な費
用」やn台療の主な副作用・りス勿の記載がない、又は不十分で、限
定解除到牛を満たしていない。

0000クリニツク公式

00クリニック公ノトです。アクセス、ありがとうござしぽす!、,

「"▲▲」1L る痩身施術など、キレイになりたい皆様を応援するため、1
美容の知識やお得な施術情報などを発信していきます!
@東京都千代田区

゛ 1ine.me/

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^'.

@・

0000クリニヅク公式@ XXX.diniC 4月1

大人気の痩身治療「'▲▲'」!

従来の2倍以上の脂肪細胞を破壊・排出し、短期間で下腹部のたる

治

法第6条の5第3項、規貝"第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q5-11,5-12

みを解消できます。
1回目から効果を実感できます!

¥10,000~利用可能です!

限定解除要件をたす改善

限定解除到牛である「提供している治療内容ど台療に必要な標準的
な費用」「治療の主な副作用・りスク」を十分に記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のSNSに
おける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を与えない対応
が必要である。

副作用もほとんどありませんので、安心して利用ください。

#"▲▲#メディカjW頁身

L

10000クリニック公式
1@ X惑.diniC 4月1日

'▼治療内容・費用、りスク・副作用等の詳細は、当院ホームページでご1

IXXX.dinic.CO.jp l

新規作成

の内容を適切かつ十分に載する。

'

0000クリニツク公式

00クリニツク公式アカウントです。アクセス、ありがとぅごさ、、ます!,

「▲'▲'」{こよる痩身施術など、キレイになりたい皆様を応援するため、:
美容の知識やお得な施術情報などを発信していきます!
@東京都千代田区・・

■ line.me/

^ーーーー.ーーーーーーーーーーーーーーーー"ー.ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.ーーー.●

する。

ブロフィールで術がある旨のみし、治
.,の内容の明がない。又は、投等での

"'補足明が不十分である。

@最低限の治療期間及び回数しか記載されてい
ない等、常必要とされる治療期間及ぴ回数
田,が載されていない。

尿低金額のみが記載されている等、治療等に
...必な準的な用がされていない。

0

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.ー.ーーーーーーーーーーーーーー.ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'

0000クリニヅク公式@X惑.diniC 4月1日

大人気の痩身治療「""」!医療痩身用HIFUの超音波技術
により、皮下脂肪にダイレクNこ働きかけ、^の2倍以上の脂肪細胞
を破壊・排出し、短期間で下腹部のたるみを解消できます.

1回目から効果を実感できますが、2力月3回程の施術力勸果的です。

1回1エリア¥10000~¥15000で利用可能です!

副作用もほとんどありませんが、稀に熟感、発赤力起こりぇます。

#'▲"#メディカル痩身

常必要とされる治療期間及び回数を

^^^

費用が発生する可能性がある治療等にっいて、的
な料金(低金額から最金額等)を記する。なお、
別途発生する費用や内等があれば、それもする。

必要とされる治療内容、準的な費用、 別りンク先での報提供では不十分で、ブロフィール、
'間及ぴ回数が、自院HP等の別りンク 稿、返の一連の広告の中で、必要とされる治
先でないとできない。 内容、準的な用、治間及び回数を明する。

※上記以外の自由診療における限定解除に関する違反事例や改善例は、P37~P45を参照ください。

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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0000クリニツク公式
@惑X.diniC 4月1日

▼治療内容・費用、りスク・副作用等の詳細はイ当院ホームページでご1
確認ください。

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医^告ガイドラインに関するQ8'A

IXXX.dinic.CO.jp l
^●向一ーーーーーーーーーーーーーーーーーー^"ー.ーーーーーーーーーー.ーーーー.ーーーーーーーーーーーーーーー.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

回
画
回



1. SNSにおける広告事例

(39)自由診療における限定解除

主なりスク、副作用等

限定解除を満たしていない表現

自由診療は、一部の例外を除いて広告可能事項には該当しないた
め、原則として広告できない。しかし、広告可能事項の限定解除要
イ牝満たし、かっ禁止される広告に該当しなし場合は、広告可能事
項に該当するか否かによらず広告できる。
以下の例は、「提供している治療内容ど台療に必要な標準的な費
用」や「治療の主な副作用・りスク」の記載がない、又は不十分で、限
定解除要件を満たしていない。

0000クリニツク公式

00クリニック公式アカウントです。アクセス、ありがとうござしぽす!
「▲'▲'」{こよる痩身施術など、キレイになりたい皆様を応援するため、1
美容の知識やお得な施術情報などを発信していきます!
@東京都千代田区

O line.me/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.ーーーーーーーーー.

0000クリニツク公式@ XXX.diniC 4月1日

大人気の痩身治療「▲▲▲▲」!
従来の2倍以上の脂肪細胞を破壊・排出し、短期間で下腹部のたる 1
みを解消できます。
1回目から効果を実感できます!

誹眺厭山城凱暁、鄭暗帰伐都。ーー回

ーーーー^^^^^^^^^^^^^^^^^ー^^^^^^^^^^^ー^^^^^^^^^^^写

限定解除要件を満むす改善例

限定解除要件である「提供している治療内容ど台療に必要な標準的
な費用」「治療の主な副作用・りスク」を十分に記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のSNSに
おける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を与えない対応
が必要である。

#▲▲"#メディカル痩身

L-ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー.ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー=ー'

0000クリニツク公式
@ X欺.diniC 4月1日

新規作成

▼治療内容・費用、りスク・副作用等の詳細は、当院ホームページでご1

確認ください。@1
XXX.clinic.CO.jp l
ーー^ーーーーーー甲一ーーーーーーーーーーーーーーー●一一●一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー'

0000クリニツク公式

00クリニツク公式アカウントです。アクセス、あり力泛うございます!
「"▲'」による痩身施術など、キレイになりたい皆様を応援するため、1
美容の知識やお得な施術情報などを発信していきます!
@東京都千代田区

■ line.me/・・・
^ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー』一ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー■

10000クリニツク公式@惑X.diniC 4月1日

.大人気の痩身治療「▲▲▲▲」!医療痩身用HIFUの超音波技術
'により、皮下脂肪にダイレクト1こ働きかけ、衣課の2倍以上の脂1方細胞
.を破壊・排出し、短期間で下腹部のたるみを解消できます。

11回目から効果を実感できますが、2力月3回程の施術力勸果的です。

:1回1エリア¥10,000~¥i5,000で利用可能です!

.副作用もほとんどありませんが、稀に熱感、発赤力起こりぇます。

臼

における主なりスク、作用等が記され治
ていない。なお、次の場合も、主なりスク・作
用の報提供に相当しない。
・長所に比べ極端に小さな文字での記
・対象外となる患者や

(「妊娠中、または可能性がある方、授乳中
の方」等)

・治療を受けるにあたっての注意
(「当日は、しい・飲酒等はお控えくだ

さい」等)

解説D

'治に伴う主なりスクや副作用が、自院HP
等の別りンク先でないとできない。

法第6条の5第3項、規貝リ第1条の9の2第3号、第4号

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

Q5-11,5-12

別りンク先での報提供では不十分であり、プロ
フイール、投稿、返信のーの広告の中で、治療
等に伴う主なりスクや作用を明する。

※上記以外の自由診療における限定解除に関する違反事例や改善例は、P37~P45を参照ください。
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^雫

L_立A▲▲▲'三τゴ之ιW喜旦.__.__"_"__.___.______.._....

③返信

長所等の他の報と同様に、治療を受けたこと1こよ
こりうるりスク、」作用(治を受けたことにより
次的もしくほ望ましくない作用等)の明を十る

分に記する。

0000クリニツク公式
@ X惑.diniC 4月1日

▼治療内容・費用、りスク・副作用等の詳細は、当院ホームページでご1
確認ください。

XXX.clinic.CO.jp l

医療法関連法令

医^告ガイドライン

医^告ガイドラインに関するQ8'A



第2章 SNS・動画広告における事例

2 -2 画における広告事例
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2.動画における広告事例

動画サイNこおける広告形態と主な違反形態

画サイNこおける広告形

メディアによっても異なるが、動画サイトにおいては根加次の構成によって医療広告が行われている実態がある。
①動画
②タイトル
③概要欄

動画サイNこおける広告の構成と主な違反形態

0
最先端のホワイトニング技術をご紹介!

三■島画■'

岳亀■皿■■卸.

新規作成

@

@概要欄

画の最後にはお得なキヤンペーン情紹も!

沙制

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ホワイトニング専門医の院長が

iooo0クリニツクにおけるホワイトニングの流1ι 1
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ー^^^^^^^^ー^^^^^^ー^^^^^^^ー^^^^^
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^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^司

今回は、特許取得のホワイトニングの薬剤を用いた、オフィスホワイトニング
の工程を説明しています!

渋谷区の自由診療歯科と言えば 0000クリニック!
ロコミで評判の歯科医がお弓すめのオフィスホワイトニングですが、中でも非
常に人気の施術が"酸を使った卞ワイトニングです。通常、ホワイトニン
グは痛みもあるし染みるしで大変と思われがちですが・・。
・個人差{蛎りますが、1回目から効果を実感できます!

・¥20,000~利用可能です。

せひ動画内でお楽しみくださいと

解!

①動画、②タイトル、③概要欄、
いかに含まてい

詳細は、当院ホームページでご確認ください。
0000クリニツク
03-0000・XXXX

・虚偽広告
・誇大広告
・比較優良広告
・体験談等

IXXX.clinic.CO.jp l
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

自由診療に関する限定
解除要件

①動画、②タイトル、③概要欄、
いずれかで次の情報提供がなさ
れていなけれは^となる
・治療等の内容及び費用
・治療等の主なりスク・副作用

オーアフター写真

①動画、②タイトル、③概、
いずれかで、画像の付近に次の

いしぱ

・治療等の内容及び費用
.治療等の主なりスク・副作用

一
賢
V



2.動画における広告事例

(40)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)

ビフォーアフター写真において治療等の効果又は内容に
ついて患者等に誤認を与えるおそれがある表現

医療広告ガイドラインでは、個々の患者の状態等により当然に治
療等の結果は異なるものであることを踏まえ、誤認させるおそれが
ある写真等にっいては医療に関する広告としては認められないとさ
れている一方で、詳細な説明を付した場合にっいてはこれに当たら
ない、とされている。ビフォーアフター写真の掲載に必要な情報が十
分に記載されておらず治療等の内容又は効果にっいて、患者等
を誤認させるおそれがあるものにっいては、広告することはできない。

①動画

島、1●

ビフォーアフター写真の表現に係る改善例

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

100院長自らが.・!

10000クリニックにおけるホワイトニングの流れ
』.ーーーーー昂一-M-ーーーーーーーーーーー.ーー.ーーーーーーーーー.ー.ーーーーーーー卵一.ーーーーーー.一●

術前又は後の写に通常必要とされる治内
容、費用等に関する事項や、治療等の主なりスク、

作用等に関する事項等の細な情報を付す。

比へてみれは、効果は歴然!

ビフォーアフター写真の掲載に必要な、術前又は術後の写真に通
常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主
なりスク、副作用等に関する事項等の詳細な情報を付すこと1こより
広告力句能である。

※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際の
SNSにおける全体の構図や医学的状況等を考して、誤認を与
えない対応が必要である。

三■■目邑亀包ヨ

.亀盛冒■価卸暫

ノ'/回

今回は、特許取得のホワイトニングの薬剤を用いた、オフィスホワイトニ
ングの工程を説明しています!

渋谷区の自由診療歯科と言えば、000 クリニック!
ロコミで評亊1の歯科医がお弓すめのオフィスホワイトニングですが、中でも
非常に人気の施術が▲'酸を使った卞ワイトニングです。通常、ホワイ
トニングは痛みもあるし染みるしで大変と思われがちですが・・。
・個人差はありますが、1回目から効果を実感できます!
・¥20,000~利用可能です。

ぜひ動画内でお楽しみくださいj

詳細は、当院ホームページでご確認ください。

回0000クリニック
03・0000・XXXX

XXX.dinic.CO.jp

新規作成

①動画
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

比べてみれぱ、効果は歴然!

ト制

ーーーーーーーーー....ーーーーーーーーー.ーーーーーー.ーーーーーーーーーー.ーーーーー."ーーーーーーーー'

日

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.00院長自らが,! 1

:0000クリニツクにおけるホワイトニングの流1ι 1
^ーーーーーーーーーーーーーー.ーーーーーーーーーーー.ー..ーーーーーー.ー._"___,______.____.

次のケースはとなる。

・ビフォーアフター写のみが掲載され、明が
一切ない

・説明が付されているが、常必要とされる治
内容・、主なりスク・作用に閲する
明が不足している。または、自院HP等の

別りンク先で記されている

※上記以外のビフォーアフター写真に関する違反事例や改善例は、P27~P30を参照ください。

医療法関連法令

医療広告ガイドライン

医療広告ガイドラインに関するQ8'A

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

:今回は、特許取得のホワイトニングの薬剤('▲酸)を用いた、オフィ1
1スホワイトニングの工程を説明しています!:
1・①表面のクリーニング、②器具装着、③薬剤塗付、④特殊な光の照 1
.射、⑤薬剤除去、⑥③~⑤の工程を数回繰り返し、⑥クリーニング
1・個人差はありますが、通常、毎月1回3力月程で効果が出ます!
1・1回¥20,000~¥30,000で利用可能です(歯列等に拠ります) 0

「・りスク・副作用として、知覚過敏や色ムラが生じる場合もあります。
:ぜひ動画内でお楽しみくださいj

:詳細は、当院ホームページでご確認ください。
10000クリニツク
103・0000・X)(XX

IXXX.clinjc.CO.jp l
^ー.ーーーーーーーー^.ーーーーーーーー.ー.ーーーーーーーーー.ーー.ーーーーーー..ーーーーーーーー____.

副作用:知覚過敏・色ムラ
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法第6条の5第2項第4号、規貝リ第1条の9第2号

第3の1(フ)治療等の内容又は効果にっいて、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等
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2.

(41)自由診療における限定解除

通常必要とされる治療等の内容・治療期間及び回数・費用

画における広告事例

限定解除を満たしていない表現

自由診療は、一部の例外を除いて広告可能事項には該当しないた
め、原則として広告できない。しかし、広告可能事項の限定解除要
イ牛を満たし、かっ禁止される広告に該当しなし暘合は、広告可能事
項に該当するか否かによらず広告できる。
以下の事例は、「提供してぃる治療内容ど台療に必要な標準的な費
用」や「治療の主な副作用・りスク」の記載がない、又は不十分で、限
定解除要件を満たしていない。

①動画

当院の院長自らホワイトニング施術をご紹介!

ぜひ後までこ^ください!

100院長自らが徹底解!

10000クリニックにおけるホワイトニング流れ

限定解除要件を満たす改善例

限定解除要件である「捌共している治療内容ど台療に必要な標準的
な費用」「治療の主な副作用・りス刎を十分に記載する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のSNSに
おける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を与えない対応
が必要である。

L

今回は、特許取得のホワイトニングの薬剤を用いた、オフィスホワイトニ
ングの工程を説明しています!

g
渋谷区の自由診療歯科と言えば0000クリニック!,

ロコミで評判の歯科医がおすすめのオフィスホワイトニングですが、中でも1
非常に人気の施術が"酸を使った卞ワイトニングです。通常、ホワイ

回

新規作成

トニングは痛みもあるし染みるしで大変と思われがちですが・ー。

・個人差はありますが、1回目から効果を実感できます!、、、、^
・¥20,000~利用可能です。

ぜひ動画内でお楽しみくださいj ^
詳細は、当院ホームページでご確認ください。
0000クリニック

回03-0000・XXXX

XXX.dinic.CO.jp

①動画

当院の院長自らホワイトニング施術をL紹介!

64

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

_回.、、.

事伊」1
治療内容

せひ後まてし

事例2

通常必要とされる治 間及び回数を記する。治療期間
回数

費用が発生する可能性がある治について、準的事例3
低金額のみが記されている等、治療等に

な料金(最低金額から高金額等)を記する。なお、標準的な
必要な準的な費用が記載されていない。

別途発生する費用や内等があれぱ、それも記する。費用

では不十分で、画、タイトル、別りンク先での通常必要とされる治療内容、準的な用、事伊14
概要欄のー'の広告の中で、通常必要とされる治療内リンク先ての治間及び回数が、自院HP等の卿川ンク
容、率的な用、治間及ぴ回数を明する。先でないと確できない。説明

※上記以外の自由診療における限定解除に関する違反事例や改善例は、P37~P45を参照ください。

法第6条の5第3項、規貝リ第1条の9の2第3号、第4号医療法関連法令

第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件医^告ガイドライン

医^告ガイドラインに関するQ&A Q5-11,5-12

制@

タイトjレ等で施があるのみ記し、治療
等の内容の明がない。又は、画や概要
での補足明が不十分。

最低限の治問及び回数しか記載されてい
ない等、常必要とされる治間及ぴ回数
が記されていない。

100院長自らが徹底解説!

:0000クリニックにおけるホワイトニングの流れ

(ださい!

L

今回は、特許取得のホワイトニングの薬剤("酸)を用いた、
スホワイトニングの工程を説明しています!

・①表面のクリーニング、②器具装着、③薬剤塗付、④特殊な光の照 1
射、⑤薬剤除去、⑥③~⑤の工程を数回繰り返し、⑥クリーニング'

・個人差はありますが、通常、毎月1回3力月程で効果力(出ます!@

・1回¥20,000~¥30,000で利用可能です(歯列等に拠ります)@
・りスク・副作用として、知覚過敏や色ムラが生じる場合もあります。

ぜひ動画内でお楽しみくださいj

詳細は、当院ホームページでご確認ください。
0000クリニツク 03・0000・XXXX XXX.clinic.CO.jp

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー』一ーー"ーーーーーーーーーー闇

回

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^弔

L

i.

治 の内容を切かつ十分に記載する。
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2.

(41)自由診療における限定解除
主なりスク、副作用等

画における広告事例

限定除を満たしていない表現

自由診療は、一部の伊汐卜を除いて広告可能事項には該当しないた
め、原則として広告できない。しかし、広告可能事項の限定解除要
イ牛を満たし、かっ禁止される広告に該当しなし暘合は、広告可能事
項に該当するか否かによらず広告できる。
以下の事例は、「提供している治療内容ど台療に必要な標準的な費
用」や「治療の主な副作用・りスク」の記載がない、又は不十分で、限
定解除要イ牛を満たしていない。

当院の院長自らホワイトニング施術をL紹介!

せひ最後まで」

,抄1 ●

L

100院長自らが徹底解説!

10000クリニツクにおけるホワイトニングの流れ

ください!

限定解除要件をたす改善例

限定解除要件である「捌共している治療内容ど台療に必要な標準的
な費用」「治療の主な副作用・りスク」を十分に記する必要がある。
※以下は一例であり、広告の具体的な内容に応じて、実際のSNSに
おける全体の構図や医学的状況等を考慮して、誤認を与えない対応
が必要である。

L

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ー

:今回は、特許取得のホワイトニングの薬剤を用いた、オフィスホワイトニ 1
1ングの工程を説明しています!

{渋谷区の自由診療歯科と言えば、0000クリニック!:1渋谷区の自由診療歯科と言えば、0000クリニック!:
1ロコミで評判の歯科医がおすすめのオフィスホワイトニングですが、中でも:
1非常に人気の施術が'▲酸を使った卞ワイトニングです。通常、ホワイ:
1トニングは痛みもあるし染みるしで大変と思われがちですが・ー。 1

1・個人差はあり封が、1回目から効果を美感でき討!＼＼^ 1}・¥20,000~利用可能です。 1
:ぜひ動画内でお楽しみくださいj

Ⅱ

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

新規作成

①動画

ビ

:詳細は、当院卞ームページでご確認ください。 1
,0000クリニック 1
103-0000.XXXX I
IXXX.clinic.CO.jp l

ーー^一●一ーーーーーーーーーーーーーー●一ーーーーー^ーーーーーー...ー.ーーーーーーーーーー".ーー.ー'

当院の院長自らホワイトニング施術をL紹介!

事伊11
主なりスク、
副作用等

後までし

沙制

L

治療における主なりスク、副作用等が記され
ていない。なお、次の園も、主なりスク・作
用の情供に相当しない。
・長所に比べに小さな文字での

となる患者や禁忌.

(「妊娠中、または可能がある方、授乳中
の方」等)

・治療を受けるにあたっての注意

(「当日は、しい動・飲酒等はお控えくだ
さい」)

100院長自らが徹底!

10000クリニックにおけるホワイト=ングの流れ

(^い!

L

長所の他の報と同に、治療を受けたこと1こよ
り起こりうるりスク、作用(治療を受けたことによ
る副次的もしくは望ましくない作用等)の明を十
分に記する。

■

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^司

1今回は、特許取得のホワイトニングの薬剤(▲▲酸)を用いた、オフィ1
1スホワイトニングの工程を説明しています! 1

,・①表面のクリーニング、②器具装着、③薬剤塗付、④特殊な光の照 1

事伊12 _ー 別りンク先での では不十分であり、
リンク先てのにうなりスクや作用が、自院HP タイトル、概要欄のー'の広告の中で、治

伴う主なりスクや作用を明する。

※上記以外の自由診療における限定解除に関する違反事例や改善例は、P37~P45を参照ください。

医療法関連法令 法第6条の5第3項、規貝リ第1条の9の2第3号、第4号

医^告ガイドライン 第5の1基本的な考え方,第5の2広告可能事項の限定解除の具体的な要件

医^告ガイドラインに関するQ&A Q5-11,5-12

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

射、5薬剤除去、⑥③~⑤の工程を数回繰り返し、⑥クリーニング

1・個人差はありますが、通常、毎月1回3力月程で効果が出ます!

:・1回¥20,000~¥30,000で利用可能です(歯列等に拠ります)。

1・りスク・副作用として、知覚過敏や色ムラが生じる場合もあります。

g1ぜひ動画内でお楽しみくださいj

:詳細は、当院卞ームページでご確認ください。
ι 0000クリニツク
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